
平 成 ２ ５ 年 第 １ 回

名 寄 市 議 会 臨 時 会 会 議 録 目 次

第 １ 号 （ ５ 月 １ ３ 日 ）

……………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １

…………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １

……………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 １

……………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 １

……………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 １

………………………………………………………………………………………………………………１．説明員 １

………………………………………………………………………………………………１．開会宣告・開議宣告 ３

…………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ３

……………………………………………………………………………１．日程第２．会期の決定（１２日間） ３

………………………………１．日程第３．議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１号） ３

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３

……………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ３

……………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ９

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １２

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １２

………………………………………………………………………………………○経済建設常任委員会付託 １２

１．日程第４．議案第２号 平成２５年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

…………………………………………………………………………（第１号） １３

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １３

………………………………………………………………………………………○経済建設常任委員会付託 １３

１．日程第５．議案第３号 専決処分した事件の承認について

………………………………………………議案第４号 専決処分した事件の承認について １３

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １３

…………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） １４

………………………………………………………………………………………………………………○承認 １５

………………………………………………１．日程第６．議案第５号 専決処分した事件の承認について １５

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １５

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） １６

………………………………………………………………………………………………………………○承認 １６

…………………………………………１．日程第７．議案第６号 名寄市固定資産評価員の選任について １６

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １６

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １６



…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １７

………………………………………………………………………………………………………………○同意 １７

…………………………………………………………………………………………………１．加藤市長の発言 １７

…………………………………………………………………………………………○質疑（佐藤 勝議員） １８

…………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ２４

………………………………………………………………………………………………………１．休会の決定 ２７

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ２７



第２号（５月２４日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ２９

……………………………………………………………………………………………………１．追加議事日程 ２９

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ２９

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ２９

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ２９

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ２９

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ２９

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ３１

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ３１

１．日程第２．議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１号）

議案第２号 平成２５年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

…………………………………………………………………………（第１号） ３１

………………………………………………………………○経済建設常任委員長報告（竹中憲之委員長） ３１

…………………………………………………………………………………………○質疑（東 千春議員） ３２

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ３３

………………………………………………………………………………○動議の提出（日根野正敏議員） ３３

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ３４

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ３４

………………………………………………………………………………………１．日程の追加（黒井議長） ３４

………………………………………………………………………………………………………………○決定 ３４

１．追加日程第１．平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１号）の一部を減額する

…………………………………………………………………………………………修正案 ３４

……………………………………………………………………………○提案理由説明（日根野正敏議員） ３４

…………………………………………………………………………………………○質疑（東 千春議員） ３４

…………………………………………………………………………………………○質疑（上松直美議員） ４０

…………………………………………………………………………………………○質疑（大石健二議員） ４２

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ４３

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ４３

…………………………………………………………………………………………○質疑（高橋伸典議員） ４４

………………………………………………………………………………………○質疑（佐々木 寿議員） ４８

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ４９

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ４９

…………………………………………………………………………………○動議の提出（植松正一議員） ４９

…………………………………………………………………………………○動議の提出（高橋伸典議員） ４９

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ４９



…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ４９

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ５０

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ５０

………………………………………………………………………………………………………………○否決 ５０

………………………………………………………………………………………○議案第１号（原案可決） ５０

………………………………………………………………………………………○議案第２号（原案可決） ５１

…………………………………………………………………………………………………１．加藤市長の発言 ５１

………………………………………………………………………………………………１．小野教育長の発言 ５１

…………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 ５２

………………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 ５３



－1－

平成２５年第１回名寄市議会臨時会会議録

開会 平成２５年５月１３日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）

日程第４ 議案第２号 平成２５年度名寄市公設

地方卸売市場特別会計補正予算（第１

号）

日程第５ 議案第３号 専決処分した事件の承認

について

議案第４号 専決処分した事件の承認

について

日程第６ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について

日程第７ 議案第６号 名寄市固定資産評価員の

選任について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）

日程第４ 議案第２号 平成２５年度名寄市公設

地方卸売市場特別会計補正予算（第１

号）

日程第５ 議案第３号 専決処分した事件の承認

について

議案第４号 専決処分した事件の承認

について

日程第６ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について

日程第７ 議案第６号 名寄市固定資産評価員の

選任について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君
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副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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おはようございます。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまより平成２５年第１回名寄市議会臨時会

を開会いたします。

本日の会議に２０番、宗片浩子議員から欠席の

届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 山 田 典 幸 議員

７番 植 松 正 一 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

について、お諮りいたします。

今期臨時会の会期は、本日より５月２４日まで

の１２日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、今期臨時会の会期は、本日より５月２

４日までの１２日間と決定いたしました。

日程第３ 議案第１号〇議長（黒井 徹議員）

平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

おはようございます。議〇市長（加藤剛士君）

案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、平成２５年４月１日にオープン

をいたしました駅前交流プラザよろーなのにぎわ

いづくりのために駐車場等に活用できる用地の購

入費及び駐車場整備工事費などの関連経費と公設

地方卸売市場特別会計でアスベスト除去関連経費

を計上しようとするため、これに係る繰出金を補

正をしようとするものでありまして、歳入歳出そ

れぞれに３９８万０００円を追加をして、予

算総額を１８９億４８３万０００円にしよう

とするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。７款

商工費におきましてよろーな管理運営事業費５

０９万０００円の追加は、駅前交流プラザよろ

ーなのにぎわいづくりに活用するため、隣接する

商業施設南側の土地約３４７６平方メートル

を購入をし、多目的に利用できる駐車場を整備を

しようとするものでありまして、４月及び５月に

おけるイベント等に対応するため、当該土地の借

り上げ料をあわせて補正をしようとするものであ

ります。

同じく７款商工費におきまして公設地方卸売市

場特別会計繰出金８８８万０００円の追加は、

名寄市公設地方卸売市場のアスベスト除去に係る

関連経費の財源として補正をしようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。１９款繰入

金におきまして収支不足の３９８万０００円

を財政調整基金繰入金で調整を図ろうとするもの

であります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

なしということなの〇１３番（熊谷吉正議員）

で、あえて質疑をさせていただきますけれども、

１つは３月の定例会最終日に市長からの特別発言、

一定の質疑を展開はしましたけれども、駐車場全

体が当初から狭いという議論経過はありますけれ

ども、ある種唐突な報告を受けて質疑をしました

が、それは言いっ放し、聞きっ放しの状況に終わ
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って以降、私ども会派としても多くの市民の皆さ

んに御意見を拝聴しながら、新聞等でも御案内か

というふうに思っております。まず、加藤市長、

新聞が全てではございませんけれども、この提案

に至って、あるいは市民の皆さんの雰囲気をどう

感じ取られているのか、お伺いをしたいというよ

うに思います。

２つ目には、駅前よろーな問題、最終段階であ

の施設ができて既に運用されているのですけれど

も、数年前に３者協定を、平成でいえば２１年で

すね。名寄市、（株）西條、商工会議所、３者そ

れぞれ協定を結ばれ、最大の用地譲渡の目的は中

心街、商店街あるいは駅前、３・６なども含めて

のにぎわいづくり活性化に最大の譲渡の目的があ

ったというように思いますが、この３者協定につ

いてそれぞれが責任を果たして市民に理解を得ら

れているのかどうか、あるいはその有効性につい

てお伺いをしたいというふうに思いますので、お

答えをいただきたいと思います。

３つ目には、今回提案、具体的にＱマート南側

の敷地の活用、購入の関係で、一般論としては駐

車場が狭いと。３６台。これは、当初からもいろ

いろたくさんの議論があったと思いますし、その

論議の計画の中ではいわゆる３者それぞれの努力

によって駐車場がかなりのスペース、青写真では

西條さん側にも市の側にもあったというふうに思

いますが、まさに相互の利用をしながら有効活用

をという議論経過は随分議会の中でもあったわけ

でありますけれども、結果的にはそれぞれが独立

した形の中での駐車場活用で、一つ一つを見れば

狭いという感覚はありますけれども、なぜ改めて

７０台なり８０台が必要になったかもどうかとい

うことについて、根拠についてお聞かせをいただ

きたいと思います。

もう一つは、公設地方卸売市場の関係で、２号

議案との関係もございますが、アスベストの除去、

撤去の関係なのですが、大きな視点からすると後

期計画の後段の段階でもいわゆる卸売市場の今後

のあり方の問題や、あるいは施設改修は一定のレ

ールに乗っているというふうに認識をしておりま

すけれども、当初アスベストは全道、全国的に調

査をした時点では、恐らく目視が中心であったよ

うな気がしますが、その後風連の庁舎やら、ある

いは東病院やら、それぞれ老朽化に伴いながら、

天井が落ちたからわかったとかという話も含めて

当初の調査の甘さなども含めて起因もしているの

でしょうけれども、現在もそういう状態、応急復

旧しながら営業を、使っていただいていると、丸

鱗市場のほうに。そういう状況も何カ月もこの間

見つけた以降もあったりして、とりあえず事務所

の仮移転をして早くやらなければならぬと。そう

いう基本認識は私も認識一致しますけれども、公

衆安全衛生上の問題やら、労働安全衛生上の問題

も含めて。ただ、総合計画後期のレールに乗って

いる関係上、８００万円新たに完全除去に向け

てやらなければならぬということとのいわゆる税

金の使い方のあり方について、違う工夫の検証も

含めてあるのかなという感じがして、一旦手を入

れれば今度建てかえのときには多分その金全部投

げるということになると思うのです、今の施設全

体が老朽化しておりますから。そういう検証経過

についてお知らせをいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、最初の３つ、駅横〇市長（加藤剛士君）

の関連に関しては３ついただきましたけれども、

全て関連ありますので、関連してお答えさせてい

ただき、不足があればまた御質問ください。

この間いろいろと市民の皆さんから、新聞等の

報道も見させていただきましたが、どのような感

情を持っているのか、あるいは今３者協定や駐車

場の必要性等々のお話がありました。まず、唐突

感があるというお話ありましたけれども、この間

私も３月の議会でもお話をさせていただきました

が、３者協定以来、さまざまな協定の成立以来、

民間企業に売却をし、その後のにぎわいづくりの

議論もつぶさにそれぞれの委員会、議会等で報告

平成２５年５月１３日（月曜日）第１回５月臨時会・第１号



－5－

をさせていただいているつもりでありまして、こ

のことの経過について唐突感がどうのこうのとい

うことは、それは本当にどうなのかなということ

を思っています。１２月の議会でしたか、お二人

の議員からも買い取りのお話も出ているというこ

とも含めて、多角的にこの用地の駅横のにぎわい

のあり方についてそれぞれ御相談をさせていただ

きながら、前に進んできたつもりであります。当

初のにぎわいに関しては、その都度さまざまな、

温浴施設の話もあったでしょうし、老人施設の話

もあったのでしょう。しかし、これがいろんな制

度の改変でありますとか、それぞれの置かれてい

る環境の変化等によってなかなか実現し得なかっ

たということでありまして、今あそこに住宅を５

０戸以上ですか、加えてショッピングセンターを

つくってということで、市のほうとしては当初よ

りも少し大きい形でバスセンタープラス市民会館

の貸し館機能、あるいは経済センター機能という

ことで、いろんな環境の中、あるいはいろんな制

約の中でも話し合って、今現状に至っているとい

うところであります。その中で既に売却していた

土地を含めて、さらに有効にこれからの中心市街

地の活性化も含めて、あるいはあの施設をそれぞ

れ有効活用していくに当たりまして買い戻しが必

要という判断をさせていただいたというこれまで

のお話のとおりでありまして、これもその都度、

その都度考え方をお話をよく説明させていただい

ているつもりでございます。一部市民の皆さんか

ら新聞報道等で疑義がある的なお話もあったよう

でありますけれども、決して報道に書かれている

ように高く買い戻すということではなくて、我々

は路線価をもとにその当該売却したときの値段で

買い取りをさせていただくという見解でありまし

て、そのこともぜひあわせてこれからも市民の皆

さんにしっかりと周知をしていきたいというふう

に思っております。よろしくお願いをいたします。

以上です。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

公設市場のアスベスト〇副市長（久保和幸君）

撤去にかかわる御質問について、私のほうからお

答えをさせていただきたいというふうに思います。

御指摘のとおり、このたびの公設市場につきま

しては目視による調査の甘さということも含めて

反省しているところであります。このアスベスト

が発見された時点での対応でありますが、まずは

上部機関との協議をさせていただいて、速やかな

安全対策も含めた撤去をするようにという指導を

いただきました。加えて、２点目でありますけれ

ども、公設市場、議員御指摘のとおり老朽化が進

んでおりまして、今後の整備計画も視野に入れて

おりましたけれども、このたびの撤去につきまし

ては安全対策を優先に考えると。将来的に改修を

したときにもこのアスベスト撤去はそれなりの撤

去費がかかるということも視野に入れまして、こ

のたび指導をいただいたことも踏まえての撤去を

するという、そういう考え方に立っての補正とい

うことで御理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

（何事か呼ぶ者あり）

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

その都度環境の変化に応〇市長（加藤剛士君）

じて話をしながら、ベストなにぎわいづくりとい

うことで知恵を絞ってきて、その議論経過もそれ

ぞれの委員会、また議会でその都度お話をさせて

いただいているというふうに考えております。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

まず、アスベストの〇１３番（熊谷吉正議員）

関係については、もう一回確認をさせてもらいま

すけれども、今までの調査の甘さについて率直に

自己批判もあるようですけれども、とりあえず安

全対策上早期に対応したいということですが、今

後の整備計画との関係でいくと、この８００万

円は実質的に新しい施設をつくるとなれば２年に

なるのか、３年になるかわからぬけれども、全く

それはもうどぶに捨てるようなことの結果になる

わけだと思いますけれども、今後の整備計画を想
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定してそれを活用すること、生かすことはできな

いということでいいのですか。それは、もうやむ

なしという認識で受けとめていいのかどうかです。

安全上、もう８００万円投げることになるけれ

ども、まず除去しなければならぬと。撤去しなけ

ればならぬということで、整備計画は全く切り離

して考えざるを得ないということだというふうに

思うのですけれども、そういう認識の受けとめ方

でよろしいのかどうか。

もう一つは、あそこに前年度の予算でパック包

装絡みの施設、事務所仕切って完成しております

けれども、それは事実上は使われていないと、こ

ういうこと以前に。そして、そこに仮移転をしな

がら、南側壁、私も現場調査させていただきまし

たけれども、やるところですが、この工事にかか

わって、いわゆる実際に何カ月もそういう状態の

中で働いている。むき出しのままの状態でも働い

ていた。そして、応急処置をした。安全上、働い

ている人たちの健康衛生上の問題と、この工事に

よって、あるいは食品衛生全体との関係では全く

心配をする必要がないのか、改めてお知らせをい

ただきたいなというふうに思っておりますが、施

設全体がとりあえず老朽化したり、トイレが使え

なかったりとかというようなことで、設置の側と

して役割、一部使用料の減免という、市場経済の

いろんな落ち込み、扱い量の落ち込みなんかで今

まで議会対応はしていますけれども、小手先の対

応でずっと先延ばしになってきた結果、またこの

アスベストで追い打ちをかけているというような

ことになっていると、やっぱり行政としての役割

は本当に設置側としての役割を果たしているのか

どうかという。食料や特産物を扱うということか

らすると、非常に怠慢であったような気がするの

ですが、改めて今の２点についてお聞かせをいた

だきたいなと思って、安全性の問題を含めてです。

駅前のよろーなの関係で、いろいろ市長、この

間説明もしてきたと。あるいは、にぎわいの追求

もそれぞれ各団体とも相談をしながらやってきた

と。買い戻しに当たっては、無駄な、余計高くし

て買うという、これは一部誤解も少し。我々も説

明資料をいただいてわかることというのがあった

りしているから、皆さんがそのことについてわか

っていてもそれは何もならないわけで、一部誤解

もあるけれども、高い買い戻しではないといろい

ろ説明をされていますが、駐車場が高い、安いだ

けで。不満の原点というのは、やっぱり３者協定、

コープさっぽろが進出をしたいというときに私ど

も議会も議論を重ねながら、そして最後は小野寺

議長の特別発言で、地元優先ということでやむな

しかという、前市政のときにも判断をしてきた経

過があるわけだ。それで、３者協定をしっかり履

行をしていただくことを前提に、この結末が今た

またま現状として駐車場が足りないという話で議

案として出ているけれども、そういう根の深い、

名寄のまちづくり、活性化、にぎわいの問題はト

ータルを認識した上での市民発言で、一部の発言

だというのは市長、全くあなたは認識不足ですよ、

それは。そういう前提に立って、私はただ駐車場

拡幅すればそれで済むという話ではないような気

がしているもので、３者協定の有効性についても

う少し研究をして、もう既に崩れているというこ

とではないかというふうに思っています。あるい

は、３者協定はもう民間に売ってしまったら、前

副市長の答弁ではないですけれども、それ以上な

かなか物が言えないというようなことで、揺らぎ

も当初からあったことは事実で、やっぱりそれに

対しての不満。せっかく何千万円も金かけて今回

買い戻しをしたいという有効性を提案をしている

けれども、そういうみんながやっぱりまちづくり

のにぎわいの問題について真剣に考えているから

こういう議論が出るわけで、改めてそのことにつ

いての基本認識が足りない、私はそう思っていま

すので、お聞かせをいただきたいというふうに思

います。さらに、議長の扱いでこの議案どのよう

に審議していただくかはこの後の話になるのでし

ょうから、まず今の点についてしっかり確認をさ
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せていただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

３者協定については、繰〇市長（加藤剛士君）

り返しの答弁するしかないわけで、それは最初は

いろんな夢物語を青写真を描いていたところがあ

ったのかもしれませんけれども、やはり種々の環

境の変化でありますとか、あとは民間企業さんで

あるゆえの苦しみであるとか、さらには規制の変

更というか、規制そのものがあったということで、

いろんな青写真がなかなかうまくいかなくて、し

かしそれなりにでは対案はということでそれぞれ

知恵を絞りながら今の現状の形に至っているとい

うことであります。そのことに加えて、今あそこ

に空きスペースがあるところをさらに一団の民間

住宅投資という話もありましたので、そこを３者

で協議をさせていただいて、これまでの経過、そ

して市が建てた交流施設が最初の計画以上に大き

くなって、この活用によってはそれこそさまざま

なにぎわいが創出できるのではないか。そのため

に駅前あるいは中心街のにぎわいづくりも含めて、

あそこに駐車場を多目的に設置をすることが今現

時点での最善の判断だという認識に立ってこのた

び提案をさせていただくということであります。

全て３者でよく協議をさせていただいて、今の結

論に至ったということであります。最初の思いか

らすると、形はやはり大きく変わっているかもし

れない。そのことによって市民の皆さんが最初思

っていたことと違うではないかという不満がある

のかもしれませんけれども、そうした現状の中で

前に進んできたということは、この間議会の皆さ

んにも委員会でもよく説明させていただいたと私

は思っていまして、ぜひそのことを通じて市民の

皆さんにまた御理解をいただきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いします。

市場については、当面今営業を続けていくと。

我々としても安心、安全の地場食材の流通や、と

りわけ地元の食材をあそこに持ってきて販売をし

ていくという機能があって、それがまだ地域にと

って重要だということを運営委員会の皆さんとも

よく相談しながら、そういう現状判断に立ってい

るということでありまして、老朽化はしておりま

すけれども、最小限の営業を続けていくに支障の

ない範囲でのアスベストの改修を行うということ

でありまして、ぜひそのことは御理解いただきた

いと思いますし、今の現状で安全上は全く問題な

いというふうに判断をしているところであります。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま市長からも答〇副市長（久保和幸君）

弁をさせていただきましたけれども、撤去工事そ

のものが無駄になるのではないかということであ

りますけれども、公設市場につきましては私ども

の押さえ方では今後とも必要であるという押さえ

方をさせていただいていて、これまでの議会の中

でもそういう報告をさせていただいたところであ

ります。そういうことも踏まえて、今回アスベス

トについては緊急性が高いということで撤去させ

ていただくのでありますけれども、先ほども申し

上げましたとおり老朽化が進んでいるということ

で、今後の整備計画、これは今後の中でまた議論

させていただきたいと思いますが、現況の施設を

補強して活用するのか、あるいは新たなものを設

置するのかという議論は分かれるかというふうに

思うのでありますけれども、いずれにしても将来

的に補修あるいは設置するときにアスベストの撤

去はしなければならないという観点に立っており

まして、この緊急性の高い、先ほども市長が説明

いたしましたとおり安全対策を含めて早期にやる

必要があるという判断でございますので、その点

で御理解をいただきたいというふうに思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

同じ一千数百万円、〇１３番（熊谷吉正議員）

どぶに投げるという言葉は大変失礼ですけれども、

それまでの市税を使うということであれば、当然

２年後になるか、３年後になるかわからないけれ

ども、整備計画をしっかり見せた上で、これは緊

急、安全だということを提示をすること。特に農
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産物あるいは食品全体を扱う市場なわけで、そし

てこれからも必要だという位置づけをしているの

であれば、早急に青写真を提示をしながら、これ

はもうやらざるを得ないということで、やっぱり

そういう複合的な議会に対する提案があって当然

ではないのかと。玄関、今市場も現場も市長も見

られていると思うのですけれども、ひどいですよ

ね。壁南側だけ今応急であれしているけれども、

あそこから入ろうとすると玄関今閉まったまま、

裏、シャッターの西か東から回ってくださいと、

大きなシャッターを。あるいは、入り口のタイル

状のところの玄関の前のところ、ここは本当に働

いている人には申しわけないと思うけれども、雪

の状態で潰れた状態だとか、外に出ている外気の

入れかえするフードの関係だとか、トータルした

ら今回についてとりあえずそこまで含めてある面

ではやるのかやらないのか。とりあえずアスベス

トだけで限定したものになるかというようになる

と、非常に市場に、これからアスベスト撤去後も

あの状態で何年か続くのかというのは私は忍びな

いなという感じがしていますので、青写真の早急

な提示と今後の市場の展望なんかについては所管

でもまた熱い議論が交わされるでしょうけれども、

そこまでちゃんと見据えた上での議会提案という

ことではなかったのかなというふうに思っていま

すので、もう一度お答えをいただき、また所管の

議論にも期待をしたいというふうに思っています。

市長、同じことばかり繰り返しの答弁で、いろ

いろ今までも説明してきましたと。商業団体であ

る会議所さん、民間の（株）西條さん、行政、名

寄市、３者協定は３者協定だけれども、商業者だ

けでは何も成り立たないわけで、やっぱり景気全

体を支える消費者、市民が多くの期待感と不安感

と両方持ちながら見ているのです。だから、商業

団体、商業者同士で、市長も商業関係の出身だけ

れども、そこに甘さがなかったのかというところ

を多くの市民は見ているのですよ、あなた。です

から、この問題については単なる駐車場の問題で

はなくて、大きな大きな市民の皆さんの熱い期待

と不安がそこに集中するから、厳しい批判も、私

どもも議会もさらされています、はっきり言って。

そうしてでも駐車場の問題を提案に至ったかどう

かということは、私は洞察力弱いなという感じが

しているので、もう一度最後の質疑になりますけ

れども、３者協定の有効性について、あるいは実

行をしっかりやっていかなければならぬ。駐車場

だけでということでこれからもあそこを考えてい

るのかどうかについてお答えをいただきながら、

その後の議長、議会での扱い方の判断について見

守りたいなというふうに思っておりますので、お

答えをいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

公設市場について、久保〇市長（加藤剛士君）

副市長のほうから今後も必要であるというふうな

お話がありましたけれども、今現時点においては

私もその判断だというふうに思っていますけれど

も、一方で先ほど言った地元のそうした生鮮の機

能や安心、安全のための地域の市民あるいは住民

の皆さんに対してのそうした安心、安全食材を提

供していくという機能は重要であるというふうに

思っていますけれども、一方で市場そのものの取

り扱いがここ数年激減しているということも、こ

れは私もよく認識をしておりまして、数字が本当

の意味ででは必要とされているのかということは、

やはり少し突っ込んだ議論をしていかなければな

らないのだろうと。その青写真をなかなか描き切

れていないのではないかということは、おっしゃ

るとおりかもしれません。しかし、これはいろん

な工夫によって超えられるものなのかもしれない

し、このところはなかなか打ち出しはまだできて

いなかったということかもしれません。なので、

今当面しかし必要としている機能はあるという押

さえをしているし、その中においてやらなければ

ならぬことをしっかりとやっていかなければなら

ないという判断でこの修繕をさせていただくとい

うことであります。将来的にわたってもこの修繕
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が無駄にならないように、できるだけ我々も知恵

を絞っていきたいというふうに思っていますし、

またこの中長期的な見通しについてはぜひ議員の

皆さんのお知恵もおかりしながら、これから前に

進んでいきたいというふうに思っていますので、

ぜひ御指導お願いしたいと思います。

３者協定につきましては、やはり何回も同じ答

弁になってしまいます。この間さまざまな議論が

あって、いろんな計画もあった。しかし、それが

さまざまな規制や環境によって変更せざるを得な

かったということであります。その進み方が甘さ

があったのでないかというふうに言われれば、そ

れはいろんな市民の見方があるのかもしれません

けれども、我々はその環境の変化に応じながら、

それぞれその都度最善の判断をしてきたつもりで

あります。

また、住宅のさらなる増設の問題もあったとい

うことでありますけれども、それであればあそこ

をいっそ駐車場にすることによって、駐車場だけ

でなくてさまざまな多目的な利活用、あるいは中

心街への波及効果に一番資するのでないかという、

その判断での買い取りということでありまして、

そうした議論を含めて委員会や議会でもお話をさ

せていただいたと思っておりまして、ぜひ御理解

をいただきたいというふうに思います。

川村幸栄議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろーな管理運営事業〇１番（川村幸栄議員）

費にかかわりまして、駐車場の購入にかかわって

質問をさせていただきます。

１点目は、駅横ということでありますので、よ

ろーなの利用者に限らない市民駐車場としての役

割を担っていくだろうというふうに思っています。

ＪＲ利用者の方々の駐車もふえるだろうというふ

うに思っていますし、またそういった場合、イベ

ントの開催時の対応をどのように考えているのか。

また、３者協定の話もありますけれども、中心市

街地への波及効果、にぎわいづくりをどのように

考えていらっしゃるのかをお聞きしたいと思いま

す。

もう一つは、今回買い取ろうとしている土地は、

今よろーなとＱマートさんを挟んでの土地になり

ます。一体的な利用の確認が必要だろうというふ

うに思うのですが、この部分のお考えをお聞かせ

いただきたいのと、また今新しく建っている隣接

するマンションの入居者の皆さん方への配慮、騒

音もかなりのものになるのかなと。マンション自

体も騒音対策がされているかというふうには思う

のですけれども、その辺についてどのようにお考

えなのかお聞きしたいと思います。

最後に、今熊谷議員のほうからも３者協定の話

がいろいろされていましたけれども、私たち議員

もそうですが、市民の方々もやはり３者協定を結

んだというところら辺の経緯をしっかり押さえて、

期待もしているわけです、どのように進んでいく

のか。それを実のあるものにしていくのに今後ど

のように考えていくのかは、やはり見えてこない

という不安があるわけです。その部分を今市長か

らるる御答弁がありました。環境の変化があって

ということでしたけれども、しかしそれだけでは

納得はし切れないものがあります。やはり市民の

皆さんに見える形で、こういうふうに民間企業で

あったり、企業団体である会議所さん、また行政

の市、この３つが一体となって名寄市のにぎわい

づくりをどうしていくのか、この部分を大きな期

待を持って皆さん見ています。その部分について

のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、１点目のよろ〇経済部長（高橋光男君）

ーな利用者のみならず、ＪＲ等の利用者も利用す

るのでないかという御質問ですけれども、これは

あくまで公共的な駐車場ということで設置をしま

すので、誰がどこの施設を利用するかによってと

めていい、だめだという判断ではなくて、どなた

でも利用できる駐車場になるのではないかという

ふうに判断をしているところです。それとあと、

あそこにとめることによって駅前の商店街の買い
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物等も含めて流れていっていただければというふ

うに考えていますし、ある程度あそこでイベント

等を創出することによって中心市街地のほうにも

流れをぜひ引っ張っていきたいというふうには考

えているところです。

それから、Ｑマートの駐車場との一体利用の関

係ですけれども、これも前回の議会のときに質問

がありましたように、できれば相互利用すること

によってお互いが、例えばＱマートさんにもお客

さんが入るという感じになるというふうに考えて

おりますので、そういう部分含めて一体的に利用

して、駐車場の価値観を高めていきたいというふ

うに考えているところであります。

それから、マンションの入居者への対応につい

てなのですけれども、これもできるだけ入居者に

御迷惑がかからないように、例えばイベント等を

実施する場合については事前に入居者の皆さんに、

どのような形でお知らせするのかは別にして周知

を図っていくように行政側としても努力をしてい

きたいというふうに考えておりますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。

３者協定の関係については、市長のほうからの

答弁になると思いますので、よろしくお願いしま

す。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

熊谷議員に御説明した説〇市長（加藤剛士君）

明の繰り返しになると思います。３者協定という、

そういう形をとって駅横の再開発をしていこうと

いうことで、３者でこれまでにぎわいの創出を含

めていろんなテナント誘致ですとか、そうしたこ

との模索をしてきたわけですけれども、なかなか

先ほど言った環境の変化だとか規制だとかがあっ

て進まず、そのかわりではないのでしょうけれど

も、住宅を整備することと、あと商業施設を立地

をし、市のほうでは経済センターと複合交通セン

ター機能、あるいは市民会館の貸し館機能をあそ

こに設けて一体的なにぎわいづくりということで、

これまで知恵を絞ってきたつもりであります。そ

のことをぜひ御理解をしていただきたいというふ

うに思っています。全国各地、市町村見ていて、

中心市街地の駅前の再開発事業で一体となって商

業施設を誘致をし、その後非常に大変な経営をし

ているという状況の自治体も相当多く見られてい

る中にあって、やはり確実に、また今の環境も踏

まえてそうしたことも含めて議論していく中で、

なかなか最初の思い描いていた図面とは違う落と

しどころになっていたのかもしれませんけれども、

あとは中身の問題であって、多目的に駐車場整備

をし、また多目的な会議室も含めていろんな可能

性がある施設整備となったというふうに思ってい

ますので、ここはあとは３者で市民の皆さんとも

よく相談をしながら、あの地ににぎわいをつくる

ことが名寄市あるいは広域での地域の発展にもつ

ながるということになれるように、さらに知恵を

絞っていきたいというふうに思っていますので、

ぜひ御理解と御協力をお願い申し上げたいと思い

ます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

最初のやっぱり市民駐〇１番（川村幸栄議員）

車場的な役割を担うというふうに私も今述べたと

おりなのですが、ただよろーなでイベントを開催

したときだとかによろーなのイベントに参加した

くて来られた方々が本当にそこの駐車場を使える

ようになるのかどうかというところら辺もちょっ

と危惧するところです。市民駐車場的ですから、

どなたが来てとまってもいいわけなのですけれど

も、ただ大きなイベントなんか開催されたときに、

そのときはどうするのか。ここ今回のイベント参

加の方だけですというふうには言えないというふ

うに思うのです。そうした場合の対応策等々どの

ようにお考えなのか。先ほど熊谷議員の中でも台

数の根拠はどうなのかということについてはお答

えがなかったかというふうに思いますので、その

部分も含めてお答えをいただきたいというふうに

は思います。

今経済部長のほうから御答弁があったように、
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駐車されて、あと買い物等に波及をしていただき

たいという、その思いはわかります。そこに車を

とめて中心街へ買い物をしに行きたい。駅前の病

院もありますから、眼科さんにというところら辺

もあるのかもしれませんけれども、しかし私も見

ているところ、やっぱりＪＲを利用した方々はも

うＪＲを利用するのみという形で駐車されている

のかなというふうに思っていて、なかなかにぎわ

いづくりをどのように発展させていくのかという

部分は今のお答えだけではちょっと理解ができな

いというふうに思います。

それから、Ｑマートさんとの一体利用では、Ｑ

マートさんの前の駐車場とつながってずっと利用

していいのかどうか。イベントに来られる方々が

Ｑマートさんの前にあいていたからすっと入れる

だとか、それからそうでない日常的に入りやすい

という形でそこのＱマートさんの前の駐車場にと

めてもいいのかどうか。この辺のつながりがちょ

っと見えてこないというふうに思いますので、も

う一度お答えいただきたいというふうに思います。

それから、隣接するマンションの入居者さんへ

はかなりの配慮が必要だろうというふうには思っ

ているのですが、やっぱり丁寧な配慮が必要かな

というふうに思っているところなのですけれども、

３者協定にかかわるのですけれども、今市長から

も御答弁ありました。中身の問題だということだ

というふうな御答弁でしたけれども、よろーな、

建物はできた中で、例えば深川市は駅前にビルを

建てて、それで商工会議所さんが入って、中心的

にやっぱりいろんな取り組みをされている経緯が

あります。そういった部分も見ていく必要がある

のかなというふうに思いますし、また民間企業で

あっても社会貢献といいますか、役割として地元

の企業者さんが市のためにという、いろいろ私も

視察をさせていただく中でそういった経験も聞い

てきているところなのですが、そういった一企業

さんに負担を押しつけるということではなくて、

やはり３者で協定を結んだというところら辺が大

きいのかなと私は思っています。市も含めて商工

会議所さん、企業さんというところら辺で一体に

なって、なかなか市民には見えてこないのです、

どういうふうに取り組んでいるのか。今後どうし

ようとして、何回も言いますけれども、とにかく

見えてこない。やはり見える議論経過なり、施策

なり、策を講じていただきたいということを強く

願っているところなのですが、その部分について

お答えいただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどよろーなで大〇経済部長（高橋光男君）

きな行事、催し物ある場合については、４月もそ

うだったのですけれども、できるだけ誘導員等を

配置をしてやっていきたいと。スムーズな運営を

していきたいというふうに考えております。

それから、駐車場の台数の関係なのですけれど

も、今回取得しようとする土地の部分でいきます

と６５台から最大で８０台駐車可能というふうに

判断をしています。これについても前の議会の中

で台数の部分については報告をさせていただいて

いるところであります。

それから、やっぱりにぎわいづくりの関係、こ

れなかなか簡単には口で言うことが難しいのです

けれども、できるだけ駅前にもいろんな形でにぎ

わいを創出できるようＮＰＯさんあるいは会議所

さん等通じて人を寄せる努力をしていきたいとい

うふうに考えております。具体的なイベントの名

称については、例えば６月２日の日にアスパラま

つりを喜信堂さんの前の駅前でやると。もう一つ

は、上川の食のフェスタをよろーなでやるといっ

た形でやっていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしく御理解をいただきたいというふ

うに思います。とりあえずにぎわいづくりについ

ては、先ほど言ったようにイベント名、何月に何

やる、何月に何やるという具体的な部分はまだ出

てきていない部分もありますけれども、できるだ

けよろーなに人を寄せる努力を行政もしっかりや

っていきたいというふうに考えておりますので、
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御理解をいただきたいというふうに思います。

（何事か呼ぶ者あり）

暫時休憩いたします。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午前１０時４９分

再開 午前１０時５１分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

その前に議長からちょっとお話をしたいという

ふうに思います。この後この補正に関しては委員

会付託にしようというふうに協議が調っておりま

すので、この場で答えられないことについては委

員会に付託をしたいと思いますので、議員の発言

については考えていただきたいというふうに申し

入れをしたいと思います。

それでは、久保副市長。

３者協定にかかわる部〇副市長（久保和幸君）

分で市民にしっかり見えるようなという再質問が

ございました。まさに市民に理解していただける

ように、３者協議の内容については周知をさせて

いただきたいというふうに思います。これまでの

協議については、市長のほうからお話があったと

おりでありますけれども、特に企業が社会に果た

す役割についても３者協議の中でいろいろと今後

のにぎわいづくりの創出に向けてそれぞれ御相談

申し上げてまいりましたし、公共的団体でありま

す商工会議所、そして私ども市におきましても今

後の企業活動の中で社会貢献ができるようにとい

うことで求めていきたいというふうに考えており

ますので、この点については御理解をいただきた

いというふうに思います。

さらに、駐車場の根拠でありますけれども、基

本的には現況の市民会館の貸し館機能をよろーな

のほうに委ねたということもあって、最大利用者

数ということを想定しておりまして、大会議室が

最大で２００名入ることができるということで、

この間消費者協会だとか商工会議所のイベント等

々開催したときの対応も含めて検証しているとこ

ろでありますけれども、想定しておりました一定

の台数というのが今回先ほど経済部長がお答えい

たしました既存の３６台と、それからＱマートさ

んにある十数台と、さらには新しく確保する６５

台から８０台というのが最大で必要になってくる

のではないかという、そういう根拠を持ったとい

うことで御理解をいただきたいと思います。

以上です。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今議長のほうからこの〇１番（川村幸栄議員）

後付託をということでありましたので、根拠につ

いてもまたそちらのほうに依拠したいというふう

に思います。

また、３者協定、確かに今までの議論経過、市

民にわかりやすく報告していただくのももちろん

なのですが、今後どうしていきたいのかという形

が見えてこない。そこのところをやっぱり市民の

皆さんに、今経済部長からこのことは人、こうで

はなくて大きな形でのにぎわいづくり、そういう

ふうに市はこの３者協定で進めようとしているの

かということを市民の皆さんに納得してもらえる、

そういった方向性を出していただきたい。そのこ

とを強く求めて、終わりたいと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

議案第１号は、経済建設常任委員会に付託をい

たします。

ただいま経済建設常任委員会に付託をいたしま

した議案第１号については、５月２３日までに審

査を終了するように期限をつけることとしたいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第１号については、５月２３日までに審査

を終了するよう期限をつけることに決定いたしま

した。
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日程第４ 議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

平成２５年度名寄市公設地方卸売市場特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 平成２５年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、昨年度末に判明いたしました名

寄市公設卸売市場内のアスベストを除去するため

の経費を補正をしようとするものでありまして、

歳入歳出それぞれに８８８万０００円を追加

をして、予算総額を９８８万０００円にしよ

うとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

におきまして市場維持管理事務費８８８万０

００円の追加は、アスベスト除去に係る工事費及

び施設の復旧工事費、また現在使用している施設

内事務所を移転をする必要があるため、移設工事

費及びプレハブ借り上げ料を補正をしようとする

ものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款繰入金

におきまして収支不足の８８８万０００円を

一般会計繰入金で調整を図ろうとするものであり

ます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第２号は、経済建設常任委員会に付託をい

たします。

ただいま経済建設常任委員会に付託いたしまし

た議案第２号については、５月２３日までに審査

を終了するように期限をつけることにいたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第２号については、５月２３日までに審査

を終了するように期限をつけることに決定をいた

しました。

日程第５ 議案第３号〇議長（黒井 徹議員）

専決処分した事件の承認について、議案第４号

専決処分した事件の承認について、以上２件を

一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号及び議案第４〇市長（加藤剛士君）

号、専決処分した事件の承認を求めることについ

て、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、本年３月３０日に地方税法の一部を改

正をする法律等が公布をされたことに伴い、名寄

市税条例及び名寄市都市計画税条例の一部を改正

をする必要が生じ、地方自治法第１７９条第１項

の規定により専決処分をしたものであります。

今回の税制改正におきましては、現下の経済情

勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現を

する等の観点及び社会保障・税一体改革を着実に

実施をするための見直しが行われたものでありま

す。

初めに、議案第３号、名寄市税条例の一部を改

正する条例の主な内容について、個人市民税に関

する改正から説明を申し上げます。個人市民税に

関する改正については、住宅借入金等特別税額控

除の延長、拡充等に伴う所要の規定の改正と条項

整理を行ったものであります。

固定資産税の改正につきましては、耐震、バリ

アフリー、省エネ改修を行った住宅に対する固定

資産税の減税措置の適用期限の延長など、課税標

準の特例措置等の見直しに伴う所要の規定の改正

を行ったものであります。

また、市税全般にかかわる改正として延滞金等

及び税負担軽減措置等の整理、合理化に伴う所要
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の規定の改正を行いました。

次に、議案第４号、名寄市都市計画税条例の一

部を改正する条例につきましては、固定資産税と

同様に地方税法の改正事項による条項整理を行っ

たものであります。

以上２件につきまして、地方自治法第１７９条

第３項の規定によりこれを報告をし、承認を求め

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第３号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

熊谷吉正議員。

今２件の専決の承認〇１３番（熊谷吉正議員）

を求めることについてありましたけれども、都市

計画税のほうの一部改正については条文整理、条

項整理ということで理解をさせていただきますけ

れども、市税条例の一部改正の関係についてもう

少し市民的にわかりやすい説明があってもよろし

いのではないかと思うのですが、このことによっ

て、税法改正ですから私どもそれに拘束されるこ

とについて十分理解しながらも、市民生活にとっ

て具体的にどような影響、端的に言えば損得の問

題を含めてどうなのかということについての説明

をお願いをしたいことと、もう一つは税収上にか

かわっての数字の動きなどについて、あるいは国

からのそれに対する措置などについてもう少しわ

かりやすく説明をお願いをしたいと思います。

中村市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

今もう少し詳細にと〇市民部長（中村勝己君）

いうことで、市民に対してどうかかわりが出てく

るのかということの御質問だったかというふうに

思います。今回につきましては、大きく住宅ロー

ンの控除の延長、そして拡充、さらには延滞金の

割合の見直しというのが大きな改正点というふう

に考えてございます。住宅ローンの関係について

は、住民税について通常所得税で引き切れない住

宅ローンの控除について、従前からも実は制度と

して持っていましたが、今回さらに消費税の導入

が見込まれることによって従来よりも住民税のほ

うで控除をさらにふやすという内容になっており

ます。具体的には、従前は市民税のほうで控除で

きる最高額というのがこれは市と道と含めてです

が、最高９万５００円という金額でした。これ

が２６年４月以降については、消費税が８％、１

０％と変わった段階では最高が１３万５００円

に変更になりますということで、この金額につい

ては先ほど言いましたとおり市と道の割合があり

ますので、市のほうが８万９００円で、道のほ

うが５万６００円という内訳になっております。

この部分については、今後住宅を建てられる方に

ついては少し建てやすくなるのかなと。促進がさ

れるというふうに考えているところであります。

あと、延滞金の割合の関係についてですが、従

前市税全般的に納期限後１カ月以内については延

滞金の率が３％でありました。それ以降、２カ

月以降については１６％という延滞金の率を用

いていましたが、来年の１月１日以降の取り扱い

について、１カ月以内についてが３％、２カ月以

降については３％という延滞金の率ということ

で、率の見直しによりまして従前よりも延滞金が

少なくなるということであります。

大きくはその２点について説明させていただき

ましたが、最後に質問された事項がちょっと聞こ

えなかったものですけれども……

市の税収についての影〇議長（黒井 徹議員）

響。

市の税収についての〇市民部長（中村勝己君）

影響でございますが、まず住宅ローンの関係につ

いては、２４年度の実績でいえば名寄市が住宅ロ

ーンの借入金の控除としている金額が８２０万円

ということでございましたけれども、少し引く控

除がふえるということですので、この金額がふえ

るということになりますが、これについては国の

ほうで交付税措置の中で措置がされるということ
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になっています。

あと、延滞金については、これは徴収する分の

延滞金が減るということにはなりますが、大変申

しわけありません。延滞金は、国保税も入れて約

２５０万円ぐらいかなというふうに記憶をしてご

ざいまして、この延滞金の金額が平成２６年１月

以降については少し減ってくるということになろ

うかというふうに思います。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

今回の税法改正に伴〇１３番（熊谷吉正議員）

う市税条例の改正は、国会議論を経ての今のデフ

レ状況だとか、いろいろあらゆる税金の滞納状況

の問題も含めて踏まえての拡充、特に所得税で控

除がし切れない部分については、住民税への転用

の問題についてでありますけれども、それは住民

税の影響で税収減になった部分については特交な

ども含めて税制措置が間違いなくされるという認

識で受けとめてよろしいのか、もう一度お願いを

したいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

今熊谷議員から御質〇副市長（佐々木雅之君）

問あった件なのですけれども、これまでも国のほ

うで税制改正をして地方の税収が落ちるときには、

基本的には交付金であるとか、普通交付税の収入

の把握のところで一定の減を当然見込んでいただ

きますので、基準財政需要額と収入額の差し引き

で補填はされるものと考えています。

なお、都市計画税の関係につきましては、目的

税でありまして、これにつきましては交付税の算

定外になっていますので、この辺については若干

収入が落ちたら落ちっ放しということになります

ので、基本原則として国が一定程度の補填措置を

交付税なり交付金なりで考えていただくという仕

組みになっていますので、御理解賜りたいと思い

ます。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３号外１件は承認することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３号外１件は承認することに決

定いたしました。

日程第６ 議案第５号〇議長（黒井 徹議員）

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号、専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認を求めることについて、提案の理由

を申し上げます。

本件は、本年３月３０日に地方税法の一部を改

正する法律等が公布されたことに伴い、名寄市国

民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じ、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分をしたものであります。

名寄市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の主な内容につきましては、平成２０年度の後

期高齢者医療制度の開始に伴い、国民健康保険世

帯内において後期高齢者医療保険に移行した者が

いる場合における国民健康保険の特定世帯に係る

激変緩和措置につきまして、これまで５年間に限

られておりました軽減判定の特例措置を恒久化す

るための改正を行いました。

また、世帯別平等割について最初の５年間２分

の１減額をする現行措置に加え、その後３年間４
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分の１を減額をする措置を講じたものであります。

次に、東日本大震災の被災者に関する地方税の

特例措置について地方税法において条項整理がさ

れたことにより、東日本大震災に係る被災居住用

財産の敷地に係る譲渡期限延長の特例の規定に係

る条項整理を行ったものであります。

以上、地方自治法第１７９条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

１点お伺いしたいと思〇１番（川村幸栄議員）

います。

世帯割にかかわる配慮のところで、５年間２分

の１の世帯割軽減措置があって、今後それが４分

の１の軽減措置ということですから、今までより

か半分ふえるというふうになるかというふうに思

うのです。こういった方々が今現在何人いらっし

ゃるのかというのをお聞きしたいと思いますが。

中村市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

平成２４年度当初賦〇市民部長（中村勝己君）

課の時点で、現行の対象者が５４０名というふう

に押さえております。したがいまして、その方に

ついては所得とか変更がなければ今年度対象にな

ってくるのかなというふうに考えております。

以上です。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

この方々に制度が変わ〇１番（川村幸栄議員）

るということで、中身が変わるということで十分

お話をしていただいているかというふうに思うの

ですが、今言ったようにもともとの世帯割からす

ると２分の１の軽減措置ではあったわけですけれ

ども、しかし今度４分の１になると今まで世帯割

だった部分の半分がふえるわけですから、やっぱ

り払うほうにすると非常に大きな負担になります

し、また失礼ですが、高齢の皆さん方にとっては

わかりづらいかなというふうに思いますので、丁

寧な説明をしていただくことを求めて、終わりた

いと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

日程第７ 議案第６号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市固定〇市長（加藤剛士君）

資産評価員の選任について、提案の理由を申し上

げます。

本市における名寄市固定資産評価員につきまし

ては、評価事務を所管をする市民部長の職にある

者を選任をしております。本件は、本年４月１日

付の人事異動において市民部長に任命をした中村

勝己を名寄市固定資産評価員に選任いたしたく、

地方税法第４０４条第２項の規定により議会の同

意を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

暫時休憩いたします。〇議長（黒井 徹議員）
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休憩 午前１１時１５分

再開 午前１１時１６分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

議案第６号の議長コールの中で誤りがございま

したので、訂正をさせていただきたいと思います。

名寄市固定資産評価審査委員会の委員と申し上

げましたけれども、審査はありません。名寄市固

定資産評価員の選任についてということで訂正を

させてください。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第６号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第６号は同意することに決定をい

たしました。

ここで、市長より発言〇議長（黒井 徹議員）

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

本臨時会におきまして報〇市長（加藤剛士君）

告の機会をいただきましたことに、議長並びに議

員各位にお礼を申し上げたいと思います。

本日御報告させていただきますのは、旧風連中

学校跡地の利活用についてでございます。このこ

とにつきましては、さきの総務文教常任委員会、

議員協議会、会派代表者会議におきましてもこの

間の経過、事業概要及び市の考え方などについて

御説明をさせていただいたところでありますが、

本年３月２８日に地元企業であります株式会社ア

イ・ジーより旧風連中学校跡地約７ヘクタール

につきまして太陽光発電設備、いわゆるメガソー

ラー用地として貸し付けを受けたいとの正式な申

し出を受けたところであります。これを受け、当

該地に係る具体的な土地利用計画がないことから、

この間協議を進めてきたところであります。協議

に当たっては、旧校舎等の解体について当初予定

をしておりました社会資本整備総合交付金から過

疎債ソフト事業へ振りかえて平成２４、２５年度

の２カ年事業の途中であったということ、また固

定買い取り制度導入以降メガソーラー事業が広く

周知をされる中にあって、これまで他事業者から

相談等がなかったこと、さらには地域における変

電施設の許容量や買い取り制度の状況などから、

公募には至らなかったものの、市の財産管理委員

会を初め風連地区での説明及び意見聴取、議会へ

の報告などを通じて一定の理解をいただいたもの

と考えております。

御存じのように、当該地は風連中学校が旧風連

高等学校校舎へ移転をした後については学校施設

として活用されておらず、教育委員会における検

討などを踏まえ、本年２月、校舎等の解体にあわ

せて学校施設としての用途を廃止をし、行政財産

から普通財産へ所管がえを行ったところでありま

す。この普通財産につきましては、地方自治法第

２３８条の５の規定により貸し付けをすることが

できるとされております。ただし、同法第９６条

第１項第６号及び同法第２３７条第２項において

条例で定める場合を除くほか、適正な対価なくし

てこれを譲渡し、もしくは貸し付ける場合は議会

の議決事項と規定をされているところであります。

しかし、今回の貸し付けの対価、いわゆる貸付料

については、使用料と異なり、条例による定めを

設けていないことから、これまでの普通財産の貸

し付けと同様に総務省の固定資産評価基準を基本

に算定を行っています。具体的には、路線価に土

地の区画形状等による補正を行って得た評価額の
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５％相当額に固定資産税額、都市計画税相当額を

加えて算出をしたものであり、適正な対価と考え

ております。さらには、２０年間の長期貸し付け

となることから、固定資産税の評価がえにあわせ

３年ごとに貸付料の見直しを図るなど、地価の動

向や他者との公平性にも留意をして算出をしたも

のでありまして、２０年間の貸付料で３００万

円、１年平均にしますと２１７万０００円を見

込み、固定資産税では総額６００万円、合わせ

て２０年間で９００万円の財政効果が見込まれ

ます。また、約７ヘクタールという広大な土地

であるということ、本市の新エネ、省エネビジョ

ンはもとより国、道の政策にも合致する事業であ

ること、市民ホールの建設事業で再生可能エネル

ギーの取り組みを検討したものの、財源の壁で断

念をせざるを得なかったこと、それを上回る規模

で地元企業が先駆的に取り組む事業であること、

またメガソーラー用地に係る他自治体の貸付事例

なども判断の材料とさせていただきました。

私は、普通財産の有効利用はもとより、国や道

が推し進める新エネルギーや環境政策としての公

益性を初め、地域における新エネルギーの促進、

環境教育や市民意識の高揚への貢献、さらには国

の将来的な制度改正に伴い、エネルギーの地産地

消や防災対策としての役割も期待できるといった

観点から、今回の株式会社アイ・ジーの申し出に

対し２０年間適正価格をもって旧風連中学校跡地

を貸し付けることを市長として判断をした旨皆さ

んにお知らせをさせていただきます。

また、先ほど申し上げましたとおりメガソーラ

ー事業は公益的な事業であること、さらには本市

の新エネ、省エネビジョンに合致をした事業であ

ることから、道内他の自治体の例を参考として初

期段階における固定資産税額の一定割合に相当す

る支援を検討しているほか、国との協調支援とな

ります財団法人地域総合整備財団によるふるさと

融資制度についても事業者の申請に応えてまいり

たいと考えている所存であります。

なお、今後本事業を契機として新エネルギー事

業への新規参入を希望する事業者に対しましては、

市の遊休地等の貸し付けなども含めて積極的に支

援をさせていただく考えであります。

以上、報告とさせていただきます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

佐藤勝議員。

今市長のほうからる〇１４番（佐藤 勝議員）

る説明をいただきました。今回の一連の流れを一

言で言いますと、よらしむべし知らしむべからず

を地でいっているというふうに言わざるを得ませ

ん。これは、為政者は人民を市政に従わせればよ

いのであり、その道理を人民にわからせる必要は

ないという、辞書には書いてありますが、目的が

正しければ途中経過がどのようなことでもいいと

いうことにはならないということを私は申し上げ

たい。確かに今市長のおっしゃった６項目にわた

る理由づけについては、全てそのとおりだという

ふうに思います。ただし、今回この案件の進め方

については、私は議員としても、それから一市民

としても大変わからないところ、疑義を感じると

ころがたくさんございます。

まず、その中で住民説明なのですが、これは非

常に残念ながら、適正な対価であれば議会の議決

を経る必要はないということで、議会の議決権が

及ばないという非常に隔靴掻痒の感はあるわけで

すが、だからといって３月３１日までのキロワッ

ト当たり４２円を確保するために１月の時点から

内々に事業者との打ち合わせを行いながら、しか

も２４年度内にこのかかわる土地の賃貸証明書を

発行しながら、議会のほうにその報告が伝わって

きたのは４月１日。それから、市民の皆さんに対

する、風連地区の皆さんに対する説明が４月５日

が最初。それから、１２日、そして１５日になっ

て初めてこの旧風連中学校跡地の周辺の町内会の

皆さんに対する説明が行われたということであり

ます。この説明も事業者が同伴をして、当初８分
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ほどの概要説明を市が行って、あと詳細について

は事業者が行っている。まだ何も決定していない

段階から、市の説明会、これは厳密に言いますと

地元住民説明会における意見聴取というふうな書

き方をしておりますが、何も定まっていないわけ

ですよね。その時点で業者が同伴することについ

て、かつてそのようなことがこの名寄市において

あったでしょうか。翌日には、事業者のほうから

事業発表が報道されているわけです。こんなこと

で住民の皆さん、私もこのときのやりとり、それ

から考え方もいろいろお聞きしました。皆さんは、

先ほど申し上げましたとおり事業に対してはいい

のです。ただし、進め方について余りにも市民無

視、住民無視の姿勢があらわなものですから、ど

うなっているのだということなのです。そこには、

加藤市長が掲げる行政と市民との協働なんていう

かけらもない。市民自治の影もない。それから、

市民民主主義の姿なんか探しようもないというよ

うなことであります。

それから、もっと私が理解できないのが、これ

小学校問題が浮上してくるわけです、急激に。こ

れは、平成２２年第２回定例会で当時の田中好望

議員が風連中学校解体後についてどのような利活

用を考えているのだというふうな趣旨の一般質問

をなされております。その中では、総合計画の後

期実施計画との整合性を図りながら検討していく、

あるいは風連地区における小中一貫教育について

も検討を進めていくというふうな答弁がされてお

りますが、今回改めてこのことについて検討した

痕跡は見当たらないわけです。どこにも見当たら

ない。ましてやその後から出てくる風連中央小学

校の建てかえ土地については、現敷地内でという

ふうな項目があるわけです。これは、まことに奇

異なことでありまして、というのはさきの後期計

画実施計画の見直しの中で、中央小学校建てかえ

については当初平成２８年度に入っておりました。

それが周辺校の議論を経てからでなければ単独で

風連中学校を建てかえするということにはならな

いということから、今現在は総合計画から抜かれ

ております。ということは、風連中央小学校の建

てかえについては全く建てかえするかどうかも含

めて白紙なわけですよね。周辺校の整備、これは

整理、話し合いというのは周辺で東風連小学校、

それから下多寄小学校の児童数が近年非常に減少

しているということもありまして、そこのところ

の地域の議論をしっかりしていただくと、これか

ら。その結果を受けて中央小学校を今後どうする

のだということを議論するという、そういう構え。

これは当然そのようで、それでいいのですが、そ

のような状況の中でなぜ取ってつけたように、降

って湧いたように中央小学校の建てかえ用地は現

敷地内でいいと。これは、背景がありまして、風

連中学校跡地の利活用についてはやはり中央小学

校の建てかえ用地の候補の一つでもあったわけで

す、地域としては。それは、田中議員の一般質問

もあったとおり、旧風連高校の跡に中学校が行っ

たわけですから、隣に並んで建つことによって非

常に地理的にも子供たちの移動についても至近距

離でできる。いわゆる小中一貫に近い形の教育が

可能だということで候補地の一つに挙がっている

わけです。これは、確かにメリット、デメリット

はあります。余り長々と申し上げませんが、その

ような中で建てかえする、しないも含めて、中央

小学校の姿は全くそんな意味からはないわけです。

建てかえに関しては、今現在影も形もない中で、

なぜ敷地が現敷地内でいいということがなされた

のか。これは、いつの時点の話を持ち出してきて

いるのか。多分私は２年前の話だというふうに思

っています。２年前は、そういう教育委員会議の

中で報告はあったかもしれませんが、その状況か

ら去年の暮れの段階で、後期計画の見直しの中で

すっかり状況変わっているわけです。それで、な

ぜ中央小学校の建てかえ用地が降って湧いたよう

に出てきたのだと。非常に不自然であります。お

答え願います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）
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この間の住民説明の〇総務部長（扇谷茂幸君）

進め方についてご意見をいただきました。この間

幾度か説明をさせていただいておりますけれども、

事業の特殊性というか、確実性というか、そうい

ったものが担保されない状況の時期がしばらく続

いたということもあって、その結果住民説明がお

くれたということです。３月２８日に正式に土地

の賃貸に関する申し出がございましたけれども、

内々私どもには１月の上旬の段階でぜひ事業化を

図りたいのだという話が実はございました。この

事業非常にハードルが高くて、一定程度審査過程

が非常に長くかかるということであります。まず

もっては、経済産業省のほうから設備認定の通知

を受けないといけないということでありまして、

これを受けまして北電のほうで最終的には詳細設

計をするということで、この間のさまざまなメガ

ソーラーを取り巻くこの地の状況からすると、な

かなか事業化は難しいのではないかというような

情報もちょっと得ておりました。こういった背景

から、一定程度事業の確実性が手続として整うま

ではなかなか住民説明にも至らなかったというこ

とがあります。

それで、実際４月に入りましてから改めて町内

会連絡会初め地元の皆さんに説明を始めてまいり

ましたけれども、これにつきましても住民説明が

最終的になったということで、その間新聞報道も

ありましたので、住民の皆さんから結果として不

信を抱くような状況に至ったということも御指摘

を受けました。これにつきましては、結果として

非常に申しわけなかったというふうに考えており

ます。しかしながら、こうした事業の確実性をも

って一定程度説明をするという、こんな基本的な

スタンスを当初から持っておりましたので、結果

として住民説明が遅くなったということに関しま

しては改めておわびを申し上げないといけないと

いうふうに考えております。しかしながら、一定

程度この間さまざまな形で説明をさせていただき

まして、事業の有効性、そして市に対するさまざ

まなメリット含めて、これは民間事業者がまさに

しっかり力を発揮していただくような、こんな形

が出てきましたので、やっぱり行政としても一定

程度この辺についてはしっかり応援をすると、こ

んなスタンスも必要と判断をしております。ぜひ

その辺の経過含めて御理解をいただければと考え

ております。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、後〇教育部長（鈴木邦輝君）

段の部分についてお答えをさせていただきたいと

思います。

基本的な部分につきましては、さきの議員協議

会で私どものお話と重複すると思いますけれども、

若干の経過の中で、先ほど佐藤議員のほうから平

成２２年第２回の定例会において田中好望議員の

一般質問についてのこの時点では、久保副市長の

答弁であったかと思っております。その部分につ

いては、一定程度検討については当時の特例区協

議会の中で検討したいという答弁をさせていただ

いている経過は承知をしてございますが、その後

の経過については私もまだ承知していない部分は

ございます。ただ、田中好望議員からは同じ平成

２２年第４回の定例会の一般質問において、この

ときは学校施設ではなくて高齢者等の施設で利用

できないかという質問をいただいております。こ

の時点で議員または風連町民の間には、学校もし

くは高齢者施設というような意向があったのかな

と考えております。このときの答弁は、当時の佐

々木総務部長が古い建物であるので、まずは建物

を解体するというのを優先をしたいというお話を

してございます。

その後平成２３年１１月前後になろうかと思い

ますけれども、解体を有利な交付金であるとか、

起債もしくは補助金で行いたいという部分がござ

いましたので、教育委員会としては現在名寄市が

行っている交付金事業でこの建物について解体を

するということを選択をいたしました。この時点

で解体にはその後の跡地利用についても明記をし
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なければだめなものですから、教育委員会として

は緑地として利用するということでの判断をさせ

ていただきましたので、この緑地利用に関しては

交付金事業の要綱では８年間ほど緑地として、交

付金事業で解体した場合にはそのほかの部分には

利用はできないという規定がございましたので、

この時点で教育委員会の判断としては旧風連中学

校の跡地については学校施設としての利用につい

ての選択肢はなくなったかなと考えております。

その後交付金事業が震災等の影響もありまして一

部不足する部分がありまして、１億数千万円程度

の部分が交付されないということになりましたの

で、解体につきましては平成２４年度の１１月の

時点では起債事業、このときには過疎債の事業で

取り壊すということでの経過がございます。

議員がおっしゃっていました風連地区の小中一

貫教育という言葉と、もう一つは連携教育という

２つの言葉がございます。一貫教育の場合は、校

舎等も一体的に建てかえたり、隣接をしてやると

いう一貫教育ですけれども、名寄市の場合の風連

地区の風夢プロジェクトも含めた部分は小中連携

教育でございます。この部分につきましては、さ

きに教育長がお話をしたとおり、これについては

学校の位置関係をどうこうするというのではなく

て、学びの連続性に重きを置いた連携教育という

部分ですので、これにつきましては小学校と中学

校が近接して立地するという部分については特に

関連はございませんので、現状のままでも風連町

の連携教育については進めるということで御理解

をいただきたいと考えております。

私のほうからは以上であります。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

扇谷部長にちょっと〇１４番（佐藤 勝議員）

お聞きしたいのですが、さきの議員協議会の中で

住民説明会の中で住民の皆さんは理解したのかと

いう質問が出たかと思いますが、そのときに部長

はたしか私の記憶では、これは次からの部分は部

長の言葉としてなるわけですが、私はおおむね理

解をしていただいているというふうに思っている

というふうな旨の発言があったかと思うのですが、

本当に住民の皆さんが４月１５日の説明会で、８

分間の市の概要説明と事業者の説明によってこの

事業について理解を示したと思っているのかどう

か改めて確認をしたいということと、それからた

だいま説明の中で経産省等いろいろハードルが高

い事業だと。そんなのは、どんな事業だってそう

なのです。難しければなおさら住民を味方につけ

て、バックにして、それで強力に関係官庁に働き

かけると。住民の皆さんも理解しているし、将来

性も非常に期待できる事業だから、何とか取り組

ませてくれと。北電に対しても地域的には全く問

題ないのだということを難しいならなおさら事前

に市民の皆さんに説明して、市民を味方につけて、

そして関係機関に働きかけていくのが真っ当な手

段だと私は思うのです。それが４２円を確保でき

るめどを全てつけて、それで年度が終わって住民

の皆さんに説明されても、気持ち的には理解した

いけれども、感情的には理解できない。当然そう

なると思うのです。ですから、初めに申し上げま

したとおり、これはやはり説明責任を決定的に欠

いているということをどのように考えているかと

いうことです。これは、このことをくどくどと言

うのは、これからの進め方について当然先ほど議

論出ていましたよろーななんかもそうですが、や

はり市民の皆さんにしっかりとした理解をしてい

ただくと。説明責任を果たしていくということが

至上命令でありますので、そういったことからい

うと今回はもうお話にならないということをまず

申し上げます。

それから、学校の関係ですが、教育委員会議で

中央小学校の敷地について議論されたことは、少

なくても今回この問題が出てきてからの時期の話

ではないというふうに私は思っているのですが、

そのことの確認。でなければ、中央小の建てかえ

を現敷地内ということは幻になるわけです。例え

ば南小と豊西小学校の建てかえについては、検討
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委員会を立ち上げて、まずその中でどこに建てる

のだと。保護者の皆さん、関係者の皆さん、地域

の皆さん入った中でどこへ建てる、どのようなイ

メージの学校をつくるのだというところから入っ

ていくわけですけれども、今回は中央小学校もこ

れもう今のところ想定しているのは、やはり単独

では難しいということをまず想定しているわけで

すから、であればなおさらのこと、まず検討委員

会を立ち上げて、その中で場所については議論す

るのが真っ当だというふうに私は思うのですが、

なぜ今回そのような手間暇を省いたのか。もう場

所は決まっているのだよと。建てるかどうかも決

まっていないのですよ、今現時点で。それなのに

なぜ建てる場所が決まるのか。幽霊の話です。足

のない話ですよ、これは。どうしても私は理解で

きないのですけれども、どのように理解していい

のか教えていただきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先般の代表者会議の〇総務部長（扇谷茂幸君）

中で住民理解を得たかというような御質問もあり

まして、私の考えとしては一定程度住民理解を得

ましたというお話をさせていただきました。住民

説明会の冒頭、新聞報道が先行したということの

疑義が随分示されておりまして、その件につきま

して改めて釈明含めて謝罪をさせていただいたと

いう経緯がございます。業者を招いて内容の説明

をさせていただいたというのは、実際に具体的な

内容をもって住民の皆さんの意見を聞かないとい

けないという、そういう説明会というふうに私ど

も認識しておりましたので、業者を招いて詳細な

事業の説明をさせていただいたと。そのことによ

って改めてさまざまな疑念をもし持っておられた

とすれば、その事業内容についての疑念は一定程

度晴らされたものというふうに考えております。

いろんな説明をさせていただいております。特に

名寄市は、今の国の施策と応呼するような形で新

エネ、省エネビジョンと。やっぱり新しいエネル

ギービジョンをつくりましたと。ビジョンの中で

この生活圏における新たなエネルギーの利活用に

ついてもぜひ住民の皆さんの御理解をいただきた

い、そんな施策を進めたいと。まさにその中で具

体的にメガソーラーの関係はなかなか織り込めな

かったですけれども、今回事業者がまさに率先を

して、多額な投資をもってやはりこの事業を地元

で行うということの意味を改めて説明をさせてい

ただきました。また、広大な土地の利用計画を持

っていなかったということで、これまで私どもは

現在の駅横のよろーなの地もそうでありますし、

それから緑丘の第２団地の跡地利用もそうであり

ますけれども、いまだにやはり広大な０００平

米を超えるような多くの土地を所有しておりまし

て、それの利活用がやっぱりなかなか進まないと。

今回今般の経済状況ですとか、さまざまな要因は

あるのでしょうけれども、要するに空き地をどん

どん、どんどんふやす状況をこの間私ども結果と

してそういうことになってしまいましたので、そ

このところについてはできるだけ速やかに広大な

土地の利活用というのをやっぱり進めないといけ

ないと。最終的には、住民の皆さんに負担を強い

るという、そのことに対する責任を私どもしっか

り持って対応すべきという基本的なスタンスがあ

りましたから、まずもってまさに利用計画を持た

ない、広大な空き地となるべき土地の利用を御相

談を受けたということは大変意義あること。まし

てや経済的にも固定資産税、それから使用料を含

めて、これは住民の皆さんに必ず還元できるとい

うようなお話を再度住民説明会の中で説明をさせ

ていただいて、おおむね最後の議論の中では地域

振興ですとか、メガソーラーの土地に係る、いわ

ゆる周辺の環境整備の問題ですとか、そういった

具体的なお話も提案としていろいろ出てまいりま

したので、そういったことについても説明をさせ

ていただきながら、説明会については終結をさせ

ていただいたということで、最後には一定程度私

どもの考えが住民の皆さんに理解をしていただけ

たものと、こんな認識でそんな回答をさせていた
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だいたということであります。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

風連中央小学校の敷〇教育部長（鈴木邦輝君）

地の決定につきましては、最終的には風連中央小

学校の改築というものがスケジュールにのってき

たときに正式に決まるものという部分につきまし

ては、議員の御指摘のとおりかと考えております。

ただ、教育委員会といたしましては、風連中央小

学校の敷地につきましては消極的な理由ではあり

ますけれども、先ほどの予算の作成時点で、これ

は具体的には平成２４年度予算の説明の時点で教

育委員の方にはこういった形で旧風連中学校につ

いては緑地として存置をする形で解体をするとい

う部分での説明はさせていただいておりますので、

委員さんもこの時点では旧風連中学校の跡地につ

いては一定期間利用ができなくなるという認識は

持っていたかと考えております。現在私のほうは、

一般的な認識として風連中央小学校には広大な敷

地がございますので、建てかえを前提にした場合

についてはこの中で可能でないかという認識は持

っているという部分でございますので、御理解を

いただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

要は、目的はいいの〇１４番（佐藤 勝議員）

です、繰り返して言いますけれども。ですから、

ただし経過を誤ると今後も含めて行政不信になる

わけですから、そこはひとりよがりの進め方では

なくて、常に目の前には市民の皆さんがいると。

一回で終わらそうとするから、行政も行く、事業

者も行くということになるのでありまして、やは

り１度でだめなら２度、２度でだめなら３度と手

間暇かけていくことが民主主義でありますから、

そういったことについて手間暇を惜しんではいけ

ないというふうに私は思うのですが、今後のこれ

に限らずこういった課題が浮上したときに進め方

について加藤市長の市民と、それから行政の協働

によるまちづくりという観点からの考え方をお伝

えを願いたいというふうに思います。

それから、今回については環境アセスは要らな

いということなのですが、ただしまだまだ例えば

電磁波の問題とか科学的に解明されていない部分

があるわけです。今回５００メガワットというこ

とで、非常に大きなものがすぐ近くで生活をする

市民の隣で発電されるということでありますので、

このことについては継続的な調査あるいは専門的

な調査を随時行って、それを情報として市民の皆

さんに出していくということもこの場を通してお

約束をいただきたいというふうに思います。

それから、もう一つ、周辺の安全対策ですが、

これは当然枠等で出入り、子供等も含めて外部か

ら侵入されない手だてはこうむるでしょうけれど

も、なお一層の行政としての安全対策についての

チェックも怠らないでいくべきだというふうに考

えますので、そのことについての対策をお答えを

願います。

それから、学校ですが、いずれにしても私たち

のほうへ出てくる資料の中に賞味期限の切れた議

論を取ってつけたように示すのはやめていただき

たいのです。混乱をするわけです。ですから、今

お答えにあったとおり中央小を建てかえる。中央

小という名前自体まだわからないのですよ、今後

については。ただ、風連地区の学校としてどこに

どういうものを建てるかという議論は当然ゼロベ

ースから、白紙の状態からやっていかないといけ

ないのですけれども、今回なぜかしら本当に取っ

てつけたように現敷地内に建てます、だから風連

中学校はどのように使ってもいいのだと。３月２

８日に契約をして、賃貸の申し出を受けて、そし

て同じ日に、３月２８日に教育委員会としては教

育財産から普通財産に切りかえていると。しかも、

背景としては教育委員会として現敷地内で中央小

学校を建てかえるのだというふうな考え方も出し

ている。これは、本当に深刻な問題だというふう

に思っています。今後もこの問題については、メ

ガソーラーから離れて尾を引くかもしれません。

これは、私が思うのではなくて地域の皆さん、市
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民の皆さんがこれから考えていくことであります

ので、この場では何とも言いませんけれども、非

常にやっぱり汚点を残したというふうに私は思っ

ております。

以上です。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

いろいろと御指摘をいた〇市長（加藤剛士君）

だきましたが、協働のまちづくりということを常

に意識をしてこれまでも進んできているつもりで

すし、これからも当然しっかりとやっていきたい。

そのために議会の皆さんともよく、先ほどの駅横

の話ではないですけれども、逐一状況は説明しな

がらやっていきたいということであります。

一方で、このメガソーラーの話は先ほどもあっ

たとおり非常にスピード感が求められる決断だっ

たということもあると。そのことがもし間違って

いたら、市民の皆さんの不利益になっていたかも

しれないということも１つあるのかなというふう

に思っています。太陽光発電も含めて、再生可能

エネルギーに対しては西名寄問題という問題があ

って、曙の変電所がいわゆる上は稚内あるいは苫

前、浜頓、下は和寒、その電力が一気にこの西名

寄に集まって、その後嵐山のほうの旭川のほうに

流れていくという仕掛けになっているということ

であります。ここの送電網と西名寄の変電所の容

量が非常にもういっぱいいっぱいで、発電したい

業者、風力、太陽光も含めて周りにたくさんいら

っしゃるのだけれども、それを今ストップせざる

を得ない状況になっているということを我々も確

認をしていたところであります。その中で１月の

話があって、我々も半信半疑だったわけですけれ

ども、経産省からも許可がおりそうだというお話

でしたので、ここを例えば当然望ましいのは市民

の皆さんに御理解をいただいて進んでいくという

ことだったのかもしれませんけれども、それが一

部順番が逆になったかもしれませんけれども、し

かしこの時期を逃してしまうと名寄でなくてほか

の地域でこういった事業が行われていたという可

能性が非常に大きかったのでないかなというふう

に私は思っています。そうなると、先ほど言った

ような市民のいわゆる財政的な効果も含めて、ど

ちらが不利益になったのか。我々は、そうした意

味では広く市民の皆さんの利益といいますか、そ

うしたことを鑑みて今回決断をさせていただいた

ということでありまして、このこともぜひ御理解

いただきたいというふうに思います。当然協働の

まちづくりです。しかし、これからの自治体間の

競争においては非常にスピード感を求められる決

断も同時にしていかなければならぬということの

側面もあるということをぜひここは御理解をいた

だきたいというふうに思います。

（何事か呼ぶ者あり）

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

安全対策の御質問で〇総務部長（扇谷茂幸君）

ありました。環境アセスは、確かにメガソーラー

の場合は必要なしということで、基本的には安全

という施設の認識を持っておりますけれども、今

回周辺整備に係るいろんな課題もありますので、

この辺については地域住民の皆さんと話しながら、

特に冬場の安全対策ですとか、それからさまざま

な木の問題も御指摘いただきましたので、その辺

についてはしっかり対応してまいりたいと思いま

す。それから、電磁波を含めての経過を見ながら

報告をというお話もありましたので、こうしたも

のにつきましても今後事業を進めるであろうアイ

・ジーさんと協議はさせていただいて、改めて住

民の皆さんにしっかり、また安全性も含めて説明

できるような、そんな機会も持ってまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

します。

熊谷吉正議員。〇議長（黒井 徹議員）

今横で聞いていて、〇１３番（熊谷吉正議員）

佐藤勝議員の指摘、質疑についてそうだなという、

それで聞いていて終わるという話にもなりません

から、役割を果たしたことになりませんので、二、

三質疑をいたしますけれども、最後市長に答弁を
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求めたのですけれども、やっぱり冒頭市長の姿勢

として、いろいろ理屈や経過の関係で非公式にや

らなければならぬというようなこと、そして結果

はみんなオーライなのだからということはあった

けれども、行政の責任者としての責任を情報公開

だとか説明責任全てというふうには言わないけれ

ども、総務部長からは一定の真摯な経過としては

瑕疵が残る、おわびをしなければならぬと、しか

しという言葉があったけれども、市長としてはそ

ういう言葉の一つも出てこないのです。説明責任

を果たさなければならぬけれども、結果がこうな

のだから、そこは理解してくれと言うだけで、最

高責任者としてももう少しやっぱり市民や議会に

対する反省があってしかるべきではないのかなと

まず冒頭指摘をしておきたいと思うのですけれど

も、今回アイ・ジーさんが昨年暮れから、もっと

からかもしれませんけれども、企業努力あるいは

いろんな企画提案で１１以降の再生エネルギー、

地産地消も含めていい提案だったと思いますし、

私は企業としての社会的責任だとか、そういうも

のはかなり両にらみをしながら一定の提案で非常

に高く評価をしているのです、それは。それはそ

れとして、しかし相談を受ける側の行政の対応に

ついて、市民や市議会に対する瑕疵責任は逃れな

いぞという話とはまた別なのです、これ。２６年

でしたか、土地開発公社解散。来年度だったかい。

ですね。大型用地、今の風連の跡地も含めてこれ

から豊西も数年後にはそうなる、あるいは高台の

緑丘の関係もある。警察絡みではあるけれども、

営林署等跡地ある、小さなところは別にしても。

しっかりと用途、貸すにしても売るにしても目的

が明確になっていないからこういうことになるの

ではないかと。私は、最高の原因そこにあると思

うのです。ここは、この機会を機にしっかり私ど

もに明示してもらわなければだめだと思うのだ、

反省として。原因をつくっているのは行政側なの

だ、はっきり言いますが。そこは何らかの答弁を

いただかなければならないというふうに思ってい

ます。

いつでも財産処分して、現行の規則や要綱、契

約、財産処分の問題に関しては条例の定めが云々

というようなことで、執行側の一定の判断でとい

う。３万０００平米ですよ。これ０００平米

ですら、買うときには、売るときにも議会議決で

すよ。やや準議決事項ですよね、これ。現行の規

則、要綱があるから、そういうふうに解釈するけ

れども。そこはしっかり認識してもらわなければ

だめなのです。仮にこれ同じような業者さんが同

じような提案、企画を持っているとすればどのよ

うになりますか。そのことについてもお答え、も

しバッティングした場合にどのような対応になる

かもお知らせをいただきたいなというふうに思っ

ていますので、アイ・ジーさんの企業努力、営業

提案については私も本当にいい企画だったし、よ

く決断してくれたなというふうに思っています、

それは。だけれども、行政の対応については非常

に瑕疵が残るというのは佐藤勝議員が言ったとお

りなのです。それで、発言しないで、いやいや、

そうだなとは、執行者も多分そのことはわかって

いるのだろうなという、まあまあという話では市

民にも見えないから、あえて質疑をさせていただ

いていますので、お答えをいただきたいと思いま

す。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

熊谷議員のおっしゃ〇副市長（佐々木雅之君）

るとおりでありまして、本来であればあれだけ広

大な面積をお貸しすることにつきましては公募を

してやるべきではないかと思っています。ただ、

先ほど市長も申し上げましたように、この間の名

寄市の再生エネルギー対策に対する取り組みにつ

いても市民ホールのところで財源の壁も含めて取

り組みできなかったこともありました。それと、

他の業者の方について複数手が挙がった場合どう

するのかについては、当然入札をさせていただい

て決めることになります。この基本原則は、議員

のおっしゃるとおりであります。ただ、現実的な

平成２５年５月１３日（月曜日）第１回５月臨時会・第１号



－26－

取り組みとして、この間新エネビジョンをつくる

段階で相当地元、北電さんとのさまざまな情報交

換もしておりましたので、そういう部分では非常

に狭き門で、なかなか入り込むすきもないという

情報も得ておりました。そういうことも含めて、

今回先ほど市長が述べたような決断をさせていた

だきましたけれども、今後の対応としましてこれ

から緑丘第２団地の跡地の問題についても個別案

件として道庁との協議やらいろいろ模索しました

けれども、なかなか実現できなかったということ

につきましては、広大な土地であればこそ、逆に

あらかじめ公募をしてさまざまな選択肢を獲得す

ると。こういうことも大変必要だということにつ

きましては、今回改めて私たちも考えさせていた

だきましたので、今までも議会を通じて市民の皆

さん方に情報発信、情報共有ということをやって

きましたけれども、この間の説明につきまして少

し先ほど扇谷部長が言いましたように説明が足り

なかった、遅かった。ただ、そこには遅かったな

りの理由もあったということも市長の口から先ほ

ど市民の皆さんに向かって説明をさせていただき

ましたということのお言葉がありましたので、今

後しっかりその辺の部分について、売買でないの

だ、売却ではないのだけれども、長期貸し付けの

関係につきまして広大な面積についてはより慎重

な取り組みをこの場で説明させていただきまして、

御理解を賜りたいと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

いわゆる時期が熟し〇１３番（熊谷吉正議員）

ていけば、議論を尽くせば、要領は前提であるけ

れども、別に今の再生エネルギー問題ばかりでな

くたって住宅を建てるという、あるいは建設業界

の意向に応えて貸借の問題やら、住民合意がとれ

れば、それは土地を買ったり、借りたりするとな

かなか投資できないけれども、少なくても行政措

置があるとすればやってみたいというところがあ

るわけで、それを情報を発信するのはやっぱり皆

さんの役割、責任だよね。あらかじめそれはただ

だから使ってくれという話はできないけれども、

そういう一つのルールや幅があっていい選択では

あるけれども、やっぱりこういう唐突に出される

と加藤市長だからこうなるのかという心配の声も

出るわけです、それは。笑っていられないです、

それは。だから、冒頭提案するときにそのことも

ちゃんとつけ足しではなくて反省も踏まえた提案

があると、報告があると、真摯な、もちろんここ

も真摯な議論をしているけれども、市民理解はよ

り深まって、そして結果もいいものを選んでくれ

たなということにつながっていくのではないかと

思うのです。部長や副市長がいやいや、済まなか

ったと、足りなかったという話ではないですよ、

あなた。もう一回お聞かせください。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

部長、副市長がお話しし〇市長（加藤剛士君）

たとおりでありまして、本来であればそうした事

前説明がなされてしかるべきだったのかもしれま

せんけれども、諸事情があってということはもう

最初に御説明させていただいたとおりでありまし

て、そのことをまた繰り返しお話をさせていただ

くということであります。ぜひ御理解いただきた

いと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

せっかくの民間会社〇１３番（熊谷吉正議員）

の努力、企画提案にみそをつけるわけにはいきま

せんから、これ以上の話はしませんけれども、役

割が、だから民間と行政と市民、議会の役割、自

治基本条例でそれぞれ明記をしている深いところ

について、活字になったところばかりではなくて、

していただく役をしっかり高めてもらわなければ

ならぬというふうに思っていますし、残る大型用

地の扱い方の問題についても地域、地域によって

事情は違うでしょうけれども、一定の方向を明示

して、できるだけいろんな提案が集まるようなこ

とでは、行政も議会もどんどん受け入れて汗をか

かなければならぬということだと思います。基本

原則は、やっぱり競争入札というところに行き着

平成２５年５月１３日（月曜日）第１回５月臨時会・第１号



－27－

くのですけれども、それはあえて触れませんけれ

ども、ぜひ教育財産の問題もいろいろ疑義があっ

たことについては私も佐藤勝議員の指摘は少なか

らずもかなりのところで当たっているというふう

に思いますが、深追いはしませんけれども、残る

これからの振興公社解散までにそう大きな時間は

ないと私は思います。そういう意味では、少し一

定の政策、計画をしっかり市民に見せた上で議論

を徹底していただくように求めて、終わりたいと

思います。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日５月１４日から５月２

３日までの１０日間を休会といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日５月１４日から５月２３日までの

１０日間を休会とすることに決定いたしました。

来る５月２４日は午前１０時から会議を開きま

す。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたしたいと思

います。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ０時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 田 典 幸

署名議員 植 松 正 一
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平成２５年第１回名寄市議会臨時会会議録

開議 平成２５年５月２４日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）（経済建設常

任委員長報告）

議案第２号 平成２５年度名寄市公設

地方卸売市場特別会計補正予算（第１

号）（経済建設常任委員長報告）

１．追加議事日程

追加日程第１ 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）の一部を減額する

修正案

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）（経済建設常

任委員長報告）

議案第２号 平成２５年度名寄市公設

地方卸売市場特別会計補正予算（第１

号）（経済建設常任委員長報告）

追加日程第１ 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）の一部を減額する

修正案

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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おはようございます。〇議長（黒井 徹議員）

本日の会議に２０番、宗片浩子議員から欠席の

届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

１９番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ 議案第１号〇議長（黒井 徹議員）

平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１

号）、議案第２号 平成２５年度名寄市公設地方

卸売市場特別会計補正予算（第１号）について、

以上２件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

おはよ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

うございます。議長より御指名がございましたの

で、平成２５年第１回臨時会で当委員会に付託を

されました議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）及び議案第２号 平成２

５年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

（第１号）についての審査経過並びに結果につい

て御報告を申し上げます。

委員会は、第１回を５月１３日、２回を５月１

５日、３回目を５月２０日、４回を５月２３日の4

日間開催し、各委員の大変熱心な質疑、討議、審

査を尽くしました。第１回から第４回まで佐々木、

久保両副市長を初め担当の職員の出席を願い、補

正予算の詳細な説明を受け、慎重に審査を行いま

した。

最初に、議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）の質疑についてでありま

すが、公設地方卸売市場特別会計繰出金の質疑に

ついては２号議案で集中議論といたしましたので、

１号議案ではよろーな管理運営事業費のみの質疑、

審査報告を申し上げますので、御了承願います。

質疑について報告いたします。駐車場確保の根

拠と必要性及び買い取り面積の妥当性及び５０

０万円かけての整備で通常利用をどう高めるのか

に対しては、根拠としては類似する市民会館大ホ

ールを参考に最大１１６台の駐車場が必要と想定

した。買い戻す行為について市民にわかりづらい、

申しわけなく思うと陳謝。市民の利便性のため購

入するので、理解を求める。

自治基本条例では、市民参加、情報共有、情報

の提供等がうたわれている。条例との整合性及び

市民説明責任に対しては、駐車場の確保は施設の

拡充時に考えるべきであった。市民への説明につ

いては不十分で申しわけなかった。町連会議等で

説明を求めたい。

購入価格が適正かに対しては、不動産鑑定士の

評価を参酌し、固定資産の評価に重きを置き算出

をした。

よろーなを起点としたにぎわい創造について、

具体的な中心市街地の活性化についてに対しては、

９月までイベントは入っているが、ハードの部分

は一定の整理が必要。ソフトの展開については、

よろーな周辺の商工振興及び商店街、中心市街地

の活性化に向けてにぎわいづくりについて３者で

さらに協議を進めていきたい。

よろーなについて議会も含めて情報発信が少な

いに対しては、ＦＭさんでの情報発信は既に始ま

っている。地方紙においても掲載も含めた助言も

いただいている。名寄市及び観光協会のホームペ

ージを活用しての宣伝に努めます。

委員外委員から、３者協定の契約義務が履行さ

れていない。違約金や損害賠償は可能かに対して

は、当初の計画は法律等の壁があった。契約上、
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瑕疵があったと言えない。

立ちどまって市民と対峙して説明し、にぎわい

創出も検討する時間が多く必要に対しては、早く

整備することが望ましいとの答弁がありました。

委員会審議の結果、全会一致に至らず、賛否に

より賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

以上、当委員会に付託されました平成２５年第

１回臨時会付託議案第１号 平成２５年度名寄市

一般会計補正予算（第１号）についての審査の経

過並びに結果について報告をいたしました。

次に、議案第２号 平成２５年度名寄市公設地

方卸売市場特別会計補正予算（第１号）について

の審査経過並びに結果について報告を申し上げま

す。

質疑についてでありますが、公設市場の将来展

望の青写真が１２月までにとのことであるが、ア

スベストの処理について秋まで待てないのかに対

しては、安全、安心を担保する意味でも早急に対

応したい。食品を扱っていることからもあるし、

小売業者、生産者もいる。働いている方の労働安

全の見地からも速やかに実施したい。市場の必要

性はあると考えている。公設市場の将来とアスベ

ストの状況については、分けて考えている。

アスベストの飛散防止として囲い込みの方法も

あるのではに対しては、囲い込みについては費用

がかさむ。道の指導では、アスベスト等の発見後

は早急に除去の指導となっている。以上でありま

す。

委員会審議の結果、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。

以上、当委員会に付託されました平成２５年第

１回臨時会付託議案第２号 平成２５年度名寄市

公設地方卸売市場特別会計補正予算（第１号）に

ついての審査の経過並びに結果について報告いた

しました。

これより、議案第１号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について委員長報告に対する質疑に入りま

す。

初めに、議案第１号について御発言ございませ

んか。

東千春議員。

冒頭に熱心な質疑が〇１９番（東 千春議員）

あったという御報告がありました。大変どうも御

苦労さまでした。

ただいま口頭で伺ったばかりですので、内容に

ついて熟知しているかどうかはわからないのです

けれども、ちょっとお伺いをしたいのですけれど

も、委員会の中で委員間討論について余り御報告

がなかったのかなというふうにも思うのですけれ

ども、どのような委員間討論をされたのか、その

内容についてお知らせをいただきたいなというふ

うに思うのと、これ新聞報道なのですけれども、

秘密会でしょうか、傍聴者を抜きにして委員の皆

さんのみで最終的な討論を行ったというふうな新

聞報道をけさ見たのですけれども、そのような方

法だったのかどうなのか、あるいはそうだとする

とその理由についてお知らせをいただきたいと思

います。

竹中憲之委員長。〇議長（黒井 徹議員）

お答え〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

いたします。

確かに今東議員が言われましたように、委員間

議論についてはよろーなの問題でやりましたけれ

ども、中身的には報道も外してやったというのは

事実でございますが、本音のところも含めてどう

議論できるかというのが私の心の中にあったもの

ですから、そういうことでちょっとやらせていた

だきました。

それと、駐車場の問題については、全体的には

必要性を認めるということが中身にありましたが、

ただ駐車場のキャパの問題、あるいは価格の妥当

性の問題、そしてよろーなを中心としたにぎわい

づくりの問題について中心的に議論になったとい

うことでございます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）
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わかる部分もあるし、〇１９番（東 千春議員）

わからない部分もあるのですけれども、私は本来

であれば傍聴者がいようが、いまいが、正々堂々

と議論をやっていただきたかったかなというふう

な気がしております。そういった中で通常の傍聴

者を入れた委員会の中よりももっと踏み込んだ委

員間討論の中で発言が展開をされたのかどうなの

か。そういった中の一つが委員長がおっしゃった

ような全体的に駐車場は必要と認めるけれども、

価格がどうのとか、将来的にどうのと。そういう

ふうな議論展開になっていったのかどうなのか、

もうちょっと詳しくそこら辺のところをお知らせ

いただければありがたいと思います。

竹中委員長。〇議長（黒井 徹議員）

実質の〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

中では、価格の問題も出ましたが、多くは先ほど

言いましたようにキャパの問題、あるいは買い戻

しのいわば今言われたような価格の問題も出まし

たが、状況的にはあとは先ほど言いましたように

にぎわいづくりの問題が中心のところでございま

した。ただ、東議員が言われたような中身につい

ては、今後委員長も報道を入れながら、あるいは

傍聴も入れながらということも含めて考慮しなが

ら進めてまいりたいと思います。よろしくお願い

します。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

その時々の委員長の〇１９番（東 千春議員）

お考えもあるでしょうから、それは結構なのです

けれども、最後になりますけれども、キャパにつ

いての意見が出されたというふうな御報告をいた

だきました。今計画をされている部分では、６５

台から８０台ぐらいの駐車ができるという予定に

なっておりますけれども、どの程度のキャパが望

ましいというふうな意見が出たのか、その点につ

いて最後お伺いをして、終わりたいと思います。

竹中委員長。〇議長（黒井 徹議員）

台数の〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

問題については、そこまで細かく議論されていま

せん。

以上です。

川村幸栄議員。〇議長（黒井 徹議員）

私からもこの４日間本〇１番（川村幸栄議員）

当に集中審議をされてきたことに敬意を申し上げ

たいというふうに思います。

私もこの間、提案された時点からも含めて駐車

場を設けることでどのようなにぎわいをつくるこ

とができるのか、にぎわいづくりの方向等々市民

への説明が十分でないというふうに申し上げてき

たところなのですけれども、委員長としてこの４

日間集中審議を行う中で、市は市民への説明責任

を果たせたと感じられているかどうか、この点１

点についてお伺いしたいと思います。

竹中委員長。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

とお聞きをしますが、私個人としてという、委員

長個人としてという意味でしょうか。中身的には、

先ほど報告いたしましたように市民説明について

はし切れていないというふうに私は思っています。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で議案第１号の質〇議長（黒井 徹議員）

疑を終結いたします。

次に、議案第２号について御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

（「議長、動議」と呼ぶ者あり）

日根野正敏議員。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの平成２〇１５番（日根野正敏議員）

５年度名寄市一般会計補正予算（第１号）の一部

を減額する修正案を提出いたしたいと思いますの

で、取り計らいをお願いいたします。

（「賛成」と呼ぶ者あり）

ここで本日議案第１号〇議長（黒井 徹議員）
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補正予算に対する修正動議が日根野正敏議員外３

名から提出されました。会議規則第１７条の規定

により動議は成立をしております。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時１５分

再開 午前１０時３１分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）の一部を減額する修正動議につい

て日程に追加することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

修正案を追加日程とい〇議長（黒井 徹議員）

たします。

直ちに議案第１号補正〇議長（黒井 徹議員）

予算を減額する修正動議を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

日根野正敏議員。

ただいま議長より〇１５番（日根野正敏議員）

指名がありましたので、平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）の一部を減額する修正案

の提出理由を申し上げます。

ただいま議案第１号 平成２５年度一般会計補

正予算（第１号）中、歳出において７款商工費、

１項商工費、１目商工振興費、よろーな管理運営

事業費５０９万０００円を追加する提案があ

りました。これは、駅横再開発に伴い本年４月１

日にオープンした駅前交流プラザよろーなの駐車

場が不足することが予想されるため、現状３６台

分に加えて新たに駐車場用地３４７６平米、

駐車台数にして約６７台分の用地を取得するため

の予算であります。取得価格約５００万円を投

じるに当たり市は、市民に対し情報発信及び市民

理解を得る努力が不十分なこと、また取得面積が

妥当か否かの判定基準が曖昧なこと、取得価格が

路線価格よりも高く妥当と言えないこと、駅前交

流プラザよろーな施設を利用したにぎわいづくり

の事業内容がいまだに不確定なこと、ＪＲ名寄駅

横整備事業推進に関する基本協定が確実には履行

されていない、以上のことからこのままでは駐車

場施設整備に多額な市税を先が見えないまま先行

投資することになる懸念があります。したがって、

このような時点での補正提案は時期尚早であり、

さきに述べた課題解決がなされ、市民へのしっか

りとした説明責任を果たした上で提案すべきと考

えます。

以上の理由から、今回のよろーな管理運営事業

費５０９万０００円を減額する修正案を提出

するものであります。

ここで修正案の質疑を〇議長（黒井 徹議員）

行います。質疑はございませんか。

東千春議員。

今文書をいただいた〇１９番（東 千春議員）

ばかりなので、なかなかちょっと質問もまとまり

づらいのかなというふうに思いますけれども、何

点かお伺いをしたいなというふうに思います。

まず、根本的に委員会の報告にもありましたけ

れども、駐車場は不足と考えているのかどうなの

かについてお伺いをしたいというふうに思います。

それから、市民理解を得る努力が不十分である

というふうな御説明もありますけれども、この完

璧な市民理解とはどういうことをすればいいとお

考えなのかお知らせをいただきたいというふうに

思います。

私は、理事者側と議会というのは両輪と言われ

ておりまして、提案する側と可決する側がありま

して、こういったことには一定程度議会側も市民

に対する説明ということに対する責任を負ってい

るのかなというふうに考えておりますけれども、

議会側としての責任についてどのようにお考えな

のかお知らせをいただきたいなというふうに思い

ます。

それと、時期尚早であるということが最終的な

反対の理由というふうに捉えさせていただきます

けれども、どのような条件がそろえばいいとお考
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えなのか、ちょっと私としてもまとまっていない

かもしれませんけれども、４点お伺いをしたいと

思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

４点今質問があっ〇１５番（日根野正敏議員）

たと思いますけれども、まず初めの不足と考えて

いるのかという質問だったというふうに思います

けれども、この駐車場の面積を鑑みるときには、

やっぱりそれなりの実績ですとかデータを踏まえ

て算定するということが必要だと思うのです。当

初からの計画で、見込みで建物と同時に駐車場が

完備されるということであれば、それはある程度

の見込みでやるしかないと思うのですけれども、

もう既に４月１日からオープンをされているわけ

なのですけれども、私が担当に聞いたところによ

りますと４月１日からの駐車台数も把握をしてい

ないと。当局が駐車台数を把握をし始めたのが５

月１０日からで、そのデータによりますと５月１

０日から１６日までの１週間の間に１日平均が１

７台ということであります。これが全てではない

というふうに私も考えておりますけれども、確実

なデータとしてはそれが当てはまるのかなと。そ

れからまた、４月にも２回ほど満車になったとい

うことも、これも恐らくは事実だろうというふう

に考えております。そういった点からも考えて、

妥当性を決めるにはちょっとデータが不足してい

るというふうに考えています。

それから、市民理解をどう考えるかということ

でありますけれども、議会の責任もあわせてお答

えさせていただきたいと思いますけれども、議員

が知っていればそれで市民に責任を果たしたとい

うことにはイコールではないと私は思っておりま

すので、このような５００万円の市税を投入し

て駐車場を確保するということの大規模な投資と

いうことになれば、やはりそれなりの事前の説明

責任というのは当然出てくるだろうと。これは、

自治基本条例の中にも明確に書いてあることだと

いうふうに考えています。

それから、どういうことがあればいいのかとい

うことなのですけれども、これは先ほどの提案理

由にもありましたように５つの課題、情報発信あ

るいは妥当性、取得価格あるいは施設のにぎわい

づくり、それから３者協定の履行ということなの

ですけれども、将来的な本当のにぎわいづくりが

創造できるような答弁にはなっていなかったので

す。個人的には、私はそういった点から見てもそ

ういったことがクリアをされなければ、後づけで

はいかがかなという考えです。

以上です。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

このような質疑をし〇１９番（東 千春議員）

ながら理解を深めていくしかないわけで、このい

ただいた文書をまだつらつらと読んだだけで質問

させていただいておりますので、若干質問の内容

にずれがあったらお許しをいただきたいというふ

うに思います。

まず、面積についてお答えをいただきました。

面積について実績のデータが少ないということで、

統計をとったら１７台しかとまっていないときも

あったと。また、満車になったのは２回あったと

いうふうなお答えをいただきました。今後建設が

予定されています（仮称）市民ホールの駐車台数

はおよそ３００台なのです。あそこのホールのキ

ャパが六百数十、７００弱です。よろーなの多目

的の一番大きな部屋は、前回２５０人ぐらい入っ

たというふうに伺っております。そういったこう

いう比例計算が正しいのかどうなのかはわかりま

せんけれども、やはり当然これ３６台では足りな

いなというふうな認識は多分共通しているのかな

というふうに思いますけれども、その点について、

まずあそこで足りないというふうな、３６台では

足りないという認識なのかどうなのかお伺いをし

たいのと、私は比例計算が正しいのかどうかわか

りませんけれども、こういった計算をしてみます

とおおむねその程度の台数が妥当なのかなという

ふうに思いますけれども、ちょっと違う計算方法
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か何かをもしお持ちでしたら、お伺いをしたいな

というふうに思います。

それと、多分これからどこの公共施設をつくる

のにでも実績データを踏まえて駐車場をつくると

いうことは難しいのではないかと思うのです。今

回が後手になったように、用地確保の問題だとか

である程度キャパ対台数だとか、そういった観点

から予想していって台数を決定していく。それが

次に予定をされている市民ホールなのかなという

ふうに思うのです。市立病院のように大体どれく

らい路上駐車しているのかというのがはっきりわ

かれば、それは何台必要だというのはきちっとわ

かるのですけれども、やはり算定をするに当たっ

ては予想するということ、そして既にもう２回満

車になっているということ、そういったことを含

めての妥当性というのを、もう既に満車になって

いるのですよね。それでもまだ要らないというふ

うなお考えをお持ちなのどうなのかお伺いをした

いなというふうに思います。

２点目、議会の説明責任も含めて御答弁をいた

だきました。日根野議員のおっしゃること、私も

よくわかります。議員が知っていればいいと、私

もそれでいいというふうに思っているわけでは全

くありません。しかしながら、私たちは理事者側

と同様に市民から負託を得て議員をやっているわ

けでありまして、議決をしたその責任ということ

も今まで手順を踏んでやってきております。その

ことを、市民に対する説明ということ、私はやっ

ていく義務があるのかなというふうに思っており

ます。そういった意味におきまして、ではどこま

でやり切れてきたのかなと、そういう思いも実は

あるわけなのです。しかしながら、ここまで一つ

一つ苦しいながらも議会議決の中で議決をした、

あるいは委員会の中でも報告を受けて質疑をして

理解を深めてきた。最後ちょっと余りいい形では

なかったけれども、私はこれは議会としてはそん

なに瑕疵があったとは思えませんし、議会だけが

知っていればいいというふうに思いませんし、そ

れなりに市民に対してもアプローチをできてきた

のかというふうに思うのですけれども、足りない

というふうにお考えなのかどうなのか、お知らせ

をいただきたいというふうに思います。

それと、最後御答弁いただきましたように、こ

ういった価格だとかにぎわいづくり、３者協定、

そういったものがクリアできれば、理解できれば

進めてもいいよというふうな御答弁をいただいた

わけなのですけれども、それぞれ例えば価格につ

いては委員会の中でも多分議論が相当あったのか

なというふうに思います。事前にも説明をいただ

いた部分はありますけれども、そういったところ

で理解が本当に得られていないのか、では価格が

どうあればいいのか。にぎわいづくりについても

議論があったと思います。委員間討論の中でひょ

っとしたらそういう発言も活発に出たかもしれま

せん。報告は余りいただけなかったものですから、

私もちょっと承知するところではないのですけれ

ども、そういったところも含めてもう少し考え方

を明らかにしていただきたいなというふうに思い

ます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

たくさんあってち〇１５番（日根野正敏議員）

ょっと答弁漏れがあったときには……

（「３点です」と呼ぶ者あり）

３点ですか。最初〇１５番（日根野正敏議員）

の３６台が足りないと思っているのかどうかとい

うことですよね。それと、そのほかに必要な計算

方法があるのかと。それから、データをとってや

るのは難しいのではないかということですよね。

それで、満車であっても要らないのかということ

と、それと議員の説明で議会の流れを踏まえて、

その説明が足りなかったのかということと価格が

どうあればよいのかという質問だというふうに思

っているのですけれども、それでよろしいですよ

ね。

（何事か呼ぶ者あり）

基本的に３６台で〇１５番（日根野正敏議員）
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不足しているのでないかということだと思うので

すけれども、それについてもしっかり今まで４月

からデータをとろうと思えばとれたのです。それ

もやっていないのです。例えば２回で、満車にな

ったから、それが満車になれば、たまたま大きな

会合があったというふうに聞いておりますけれど

も、特に考えれば４月はいろんな総会だとかとい

う部分もあって、悪いふうに考えれば多かったの

かなというふうにもとれますし、それが普通なの

かもしれないし、もしかしたら５月になればもっ

と多くなる可能性もあるかもしれませんけれども、

基本的にデータが不足していると。データという

か、とれるはずだった部分が不足しているという

ことで、ですから個人的な考えでは毎週定期的に

通ってサークル活動ですとか、あるいは楽しみに

して来ている方もたくさんいるということは私も

知っておりますけれども、そういった日常的な台

数といいますか、それはやっぱり最低限必要だと

いうふうに私は考えています。ただ、年に何遍あ

るかどうかのイベントのためにそれを用意すると

いうのはどうかなというふうに考えていますので、

ですから３６台では足りないかどうかという部分

も現在のところ正直言って判断はついていないと

いうふうに考えています。

施設に伴った駐車場の台数の計算方法はあるの

かというような質問だったと思いますけれども、

当然新築のときにはある程度の想定をしながらそ

の台数を確保するということになると思うのです

けれども、今回の場合は最初の想定が今の３６台、

最初は５０台ぐらいあったと思うのですけれども、

施設が大きくなったことによって少なくなったと

いうのは理解はできるのですけれども、ただ計算

方法については比例した部分というのは探しても

ありません。例えば東京ドームですとか、北海道

のドームですとか、そういった部分を比べても、

あるいはニトリの文化ホールについても駐車場は

ほとんどないと。向こうは都会だからといいなが

らも結構歩く距離が長くても行きたいところには

行くというふうな考えです、基本的には。そうい

った部分でそういうことで理解をしていただきた

いと思います。

先ほど満車で要らないのかという部分について

は、お答えさせていただいたというふうに理解し

ています。

議会の説明責任について、今までの議会議論の

中でも当然たくさんやってきました。しかし、駐

車場を今回新しく取得するという部分については、

やはり市民説明も含めた大きな投資になるわけで

ありますから、例えば言ってみれば５００万円

ですから、人口で割りますと０００円弱です。

それらの市税が１人当たり赤ちゃんからお年寄り

までもサービスがもしかしたら受けられる部分も

含めてなくなるということでありますから、その

辺はもう少し慎重になるべきではないかなという

ふうに考えております。

価格がどうあればよいかということでございま

すけれども、売った土地を買い戻すというような

ことでありますけれども、あそこの大通の路線価

が現在１万０００円台、買ったときよりも当然

名寄の土地というのは値下がりをしています。で

すから、売ったときもその実勢価格で売ってある

わけですから、買うときにも同じように実勢価格

で取得するのが通常ではないかなというふうに考

えております。

あと、にぎわいの提案がそれぞれあったのでは

ないかということでありますけれども、私も委員

外議員で全て出させていただきました。いろんな

提案がありました。しかし、それは確実に実行す

るというような内容ではなくて、これからいろん

な皆さんの意見を聞きながらつくり上げていくと

いうような話でありますけれども、しかしながら

この駐車場、先に駐車場ではなくて基本的にはや

はりにぎわいが先で、にぎわいがあって駐車場が

必要だというふうに私は考えておりますので、そ

の点も理解をしていただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）
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３回で終わりですよ〇１９番（東 千春議員）

ね。ということですので、今回が最後となります。

そもそもよろーなの一番最初の案が出たときには、

あのような大きな施設ではなかったわけで、それ

がその時点で、ということは今のように大人数が

入るということが想定をされない建物の状況の中

で５０台の提案があったというふうにお答えをい

ただきました。そして、今は大きな集会施設を整

えている、そういった建物になりました。それで、

３６台になった。このことを考えてもやっぱり足

りないのは足りないのだろうなというふうに思う

のです。

それと、やはり何らかの算定根拠を持ちながら

予想していくということが大切なのかなというふ

うに私は思っておりまして、一番最後のお答えに

もありましたけれども、にぎわいづくりで何人来

たから、ではあそこを駐車場にしましょうと将来

言ったとしても、そこに何か違うものが建ってい

たらできないわけですよね。今回よろーなを一つ

の核として、そこに人を集めてにぎわいづくりを

しようではないかというのが基本ではないかとい

うふうに思っております。それは、会議もそうで

すけれども、飲食も含めていろんなことがもう既

に行われております。そういった場合には、周辺

に対する飲食店街も含めての波及効果だとか、そ

ういったこともあるわけで、まずもってあそこを

しっかりとみんなで支えてにぎわいをつくるとい

う考え方が第一にあるべきではないのかなという

ふうに私は思いますけれども、そこら辺に対する

考え方、にぎわいに対する考え方についてお伺い

をいたしたいというふうに思います。

それと、ちょっと台数が満車が何回かしかない

のだから、駐車場は要らないのではないかという

ふうにも聞き取れるような御答弁をいただきまし

たけれども、私はそうではないと思うのです。一

定程度やっぱり備えるべきだと思います。（仮

称）市民ホールもやっぱりそういう想定のもとに

おおむね３００台という計算をされていると思う

のです。私は、そこら辺も妥当なのではないかな

というふうに思うのです。それは、間違いはある

かもしれません。ひょっとしたら２５０台でいい

という人もいれば、いやいや、４００台要るよと

いう人もいるかもしれません。だけれども、やっ

ぱりどこかの中で線引きをして決定をしていかな

いと、物事って決まっていかないわけです。そう

いった比例計算等々していくと、私はこの台数は

妥当ではないのかなというふうに思うのですけれ

ども、どうしてもやってみてでないと台数を計算

できないというお考えなのかどうなのか、改めて

ちょっとそこら辺もお伺いをしたいなというふう

に思います。

価格については、いろいろ説明がありました。

最初は全部不整形地も買って、含めての価格で、

今回は整形地の価格だと。その価格差はいろいろ

あるというふうな説明を、鑑定士の皆さん入って

もらって価格を決定したという説明も多分あった

のではないかなというふうに思いますけれども、

不動産鑑定士さんが入って価格を決めていただい

た経緯があったのかなというふうに思うのですけ

れども、今回の不動産鑑定士さんを入れたという、

その答えがよくないというふうにお考えなのかど

うなのか、そこら辺についてもお伺いをしたいと

思います。

最後になりますので、これでよろしくお願いし

たいと思います。

熊谷吉正議員。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからもお答〇１３番（熊谷吉正議員）

えをさせていただきたいと思います。

東議員から駐車場のスペースとにぎわいの関係

について質問がありました。当初から市のほうの

提案は３６台、結果的に狭いと。いろいろ議論経

過はあったけれども、あそこしか確保できなくて、

建物もでき上がったと。西條さんが住宅をさらに

ふやしたいというところに今会議所も入りながら、

最終的にああいう提案になったのですけれども、

私どもは固定的に３６台というのは一般論として
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は決して十分ではないという認識は持っています。

ただ、今日根野議員からも話あったように、通常

大きなイベントがなければ平均十数台で終わって

いると。それも関係者の車も入れての話というこ

ともあったりして、要はマックスでどのぐらい必

要かという議論も会派の内部でもしてきましたけ

れども、今日の時点で利用目的、建設目的は違っ

てもどれだけマックスで駐車場を用意するという

必要性については、もう今日的には満度に用意す

る必要はないというふうに私は思っています。た

だ、一定の許容範囲みたいのはありますから、施

設によっては必ずしもこうだからというラインを

決める必要はないのですけれども、もともとよろ

ーなの建設目的は中心街や市街地のにぎわいと活

性化、そしてその結果によって商工業者が潤うと

いうことが最大目的で４年前に譲渡しているわけ

で、そうすると固定的にあそこに駐車場を用意し

たからということばかりでなくて、議論経過にも

委員会の中であったとおり中心街、商店街の中に

も幾つかの駐車場となるようなもの、あるいは商

店街の皆さんにも協力をいただきながら、一部そ

ういう場所も確保することも重要でないかという

議論がありまして、私もまさにそのとおりだとい

うふうに思っています。あるいは、あそこの３

５０平米の周辺にも旧長崎屋の用地もあるし、今

日段階できょうそれを決定をしなければならぬと

いう状況でもないのかなと。売った経過からする

と、３者協定を少しでも理解をし、履行していた

だくためには、むしろお持ちの株式会社が有料の

駐車場ということもあってもいい時代ではないの

かなというふうに考えていますから、固定的にあ

そこに６５台から８０台と言われるスペースを市

が全面的に持つ必要もないのではないかというふ

うに思っていますから、まだ議論が市民議論も含

めて私ども議論も含めて十分でないという認識で

おりますので、今日段階ではもう少し市民議論を

重ねてという観点を持っていますから、そしてイ

ベントを数多く定期的にやることがにぎわいイコ

ール活性化という議論は誰も思ってはいないでし

ょうけれども、もっともっとやっぱり全体的な本

当に町中が元気になるような政策、施策を市民議

論交えてやることで、駐車場問題はおのずと解決

をしていくのでないかというふうに考えています

から、単なるよろーなの施設という限定的な認識

は私ども持っておりません。最大キャパで用意す

ればするほど市民は喜ぶかもしれませんけれども、

市民の役割、責任、議会の役割、責任、執行者の

役割、責任、最終的には財源が市民のいろんな行

政サービスなんかを切り詰めながらも含めて積み

上げてきた財調基金なわけで、それだけにやっぱ

り一円たりとも使い方のしっかりした裏づけを私

ども議会や議員の役割としては議論するというの

は当然だというふうに思っています。

先ほど答弁漏れもあったのでないかと思います

が、東議員が市と議会は車の両輪、一体のものだ

と。一体というのは、私ども議会としては当然追

認機関ではないわけですから、やっぱり議論はし

っかり議会は議会でやるけれども、常に市民を介

在をして最大公約数の追求をして合議をすればい

いわけで、市の提案をはい、わかりましたと、も

う時間が来ましたという認識であれば議会の役割、

責任は本来的に果たしていないというふうに思っ

ていますから、そこはお互いにまた切磋琢磨をし

ていかなければならぬ課題ではないかというふう

に思っていますので、御理解をいただきたいと思

います。

まだありましたか。不動産の単価の関係の、そ

れは一つの準公的な参照、重要な基幹となる見解

だというふうに思っていますけれども、今回の場

合はやっぱり売った経過と市民理解ということか

らすると、出されたものはそのまま数字として理

解してくださいということだけではすとんと落ち

ないのではないかというふうに思っていますから、

あくまでも一見識だというふうに思っていますの

で、そこは私どもの受けとめ方は、特に市場の動

向にも高くても安くてもそれは周辺の価格にも影
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響が出るわけでありますけれども、その辺につい

ては必ずしも提案のことが絶対だというふうに思

っておりませんので、売り手、買い手の関係もそ

こに加味されて当然でないかと思います。

上松直美議員。〇議長（黒井 徹議員）

駐車場の必要性は、常〇３番（上松直美議員）

任委員会の中でももう合意に至って、絶対必要な

のだという認識は成立しました。１１６台に対し

て多いということではなくて、やっぱりそのぐら

いの数は委員会の委員の中でもみんな必要だとい

うふうに、私も理解しておりました。そういうふ

うに私も理解しています。台数は妥当だというふ

うに私もその中では認めたのではないかというふ

うに私自身は思っています。

買い取り価格についてですけれども、高い、安

いという論議ありました。路線価格に対する今後

の影響等、いろんなことを考慮した場合に適正価

格であるかどうかという論議をやはりかなり深く

時間を費やして議論した経緯があります。路線価

格は、その土地の価値を決めるすごく重要な価格

であり、土地を持っている人の立場に立てばその

買い取り価格によって路線価格がかなり低くなっ

たり、高くなったりするということはやっぱりす

ごく影響を受けます。それで、適正な価格である

ということで、もし安くした場合、路線価格がま

た下落して、土地を売るときにそれだけ持ってい

る人の資産価値を下げてしまう。そして、または

固定資産税も下げてしまう形になる。私は、経済

波及効果としてもある一定程度のきちっとした根

拠を持った算出方法でこの価格は決められたもの

だと思っているし、そしてある条件の中できちっ

と西條、そこについてまず私たちは議論したので

すけれども、買い取り価格に対するものについて

もう一件ちょっと質問をいたします。

そして、にぎわいまちづくりという形の中で議

論してきたと思うのですけれども、利便性の向上

によってよろーなの利用拡大というのは絶対見え

てくるし、そしてオール名寄で建設的な意見を出

して今ある施設を有効に使うということであれば、

私は絶対駐車場の確保は必要だと思います。１つ

質問したいのは、もし西條さんが２カ月間の借り

上げ契約を２カ月以上できないとなった場合、代

替案としてどういった方法を考えておられるか。

その建設的な意見をお聞きしたいし、時期尚早と

いう話ですけれども、やっぱり今決断しなければ

先に進まないというのも現実であります。だから、

私たちはやっぱりオール名寄という気持ちで建設

的な意見を出して、この問題を解決したいという

気持ちはあります。

以上について答弁をお願いします。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

路線価格が不当に安〇１３番（熊谷吉正議員）

かったり、高かったりという議論はそうなかった

ような気がしますけれども、いずれにしても市場

動向も鑑定士さんの出された標準的な見識と売り

手、買い手のそのときの一定の幅の中で常々決ま

っていくものだというふうに思っていますから、

そう大きなこだわりは持っておりません、お金の

やりとりのためについては。ただ、今上松議員、

あれを取得しなかった場合の代替の関係について

は先ほども何回も言っていますけれども、３６台

では一般論としては足りなくて、特にマックスへ

の対応については。ふだんとしては、ただの空き

地になっているのでないかという感じになりかね

ないという心配もありますけれども、いずれにし

てもさらに上積みの駐車場スペースは必要だとい

う認識を持っていますから、この論議が始まった

時点から、この取得する以前から西條さんが利用

する部分、それから市が使う部分と相互利用とい

うのは一貫して議会から私どもも言ってきたと思

うのですけれども、具体的に一度ものらないまま

今日にきて、たまたま購入問題にあわせてＱマー

トさんの用地も含めて相互利用という話が３年も

４年もたって具体化したというのは非常に残念な

のですけれども、私は本来のにぎわい、活性化を

求めていくのなら、商店街の皆さんにも理解と協
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力を持ちながら、商店街の中にある一定の台数、

２条６丁目にも旧北洋跡地がありますし、あるい

は金融関係の駐車場もありますし、それは土日が

混雑するのか、夜が混雑するのかという問題もさ

まざまな分析、詳細をやりながら、幾つか分散し

て代替が可能だというふうに思っていますから、

あるいは現行は今買いたいという部分についても

全てではなくて、半分ぐらい買った上で、一部を

集客施設の可能性についてさらに追求するだとか、

一定の時間があってもいいと思います。ただ、第

三者ではない、今回は。関係者、西條さんは関係

者ですから、にぎわいと活性化も含めて引き続き

用地問題についての継続的な借用だとかという方

法も当然あるのではないかというふうに思ってい

ます。そして、その中に市民議論を織りまぜなが

ら、一定の結論を見出す時期は当然来ると思いま

すけれども、そういう理解に立っていますから、

ストレートにあのかわりに南広場という答えも持

っておりません。長崎屋は、それはもう当然全く

事前交渉もしておられませんから、そういうのも

また対象に一部なるでしょうし、そこはまだ議論

の残っている部分だというふうに思っています。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

代替案として今民間が〇３番（上松直美議員）

使っている駐車場を有効に使わせてもらいたいと

いうふうに議論があったと思います、委員会の中

でも。私もそれは否定はしないのですけれども、

今使っているところを別な目的で貸すという考え

になるのはなかなか難しいのも現実であります。

代替案としては、きっちりとした契約に基づいて、

先のことを考えて確実にそこが借りれるというふ

うになれば、私は西條さんからの買い取りではな

くてももっと安くきちっとしたものを借りれるの

であれば、そういうふうに思いますけれども、現

時点でそういった具体的な内容が出てこないので

あれば、やはり今回の補正はもう適正であり、き

っちりと買い求めしていく時期を逃がしてしまえ

ばまた後になって売ってくれないというような状

況にもなってくる。そこは、私はすごく心配して

おります。時期を逃したときにどうなるかという

ことも考慮して、本当に検討してやらなければな

らないと思います。相互利用の推進については、

委員会の中でもきっちりとして、相互の乗り入れ

の協定を結んでいくというふうに聞いております。

それは、間違いなくやってもらえると思いますの

で、期待するところであります。

代替案について先ほど言われたので、代替につ

いてはやはり民間のところをただ当てにするので

はなく、自分たちの本当に必要なものをきっちり

と近くのところにつくるということが大事だと思

いますし、そして駐車禁止の問題も６丁目にもあ

ります。６丁目は、冬場になれば全面駐車禁止で

あります。４月１日から１１月末までは土曜、日

曜日は駐車解除になりますけれども、冬場は全面

禁止の状況。それと、あの不規則な形での凹凸が

ある、バス路線でもある、そういったところに今

いろんな車がとまっている状況もあります。それ

は、商店の買い物、やっぱり一番近くに行って買

いたい。それは仕方がないことであります。しか

し……

（何事か呼ぶ者あり）

西條さんの土地を買い〇３番（上松直美議員）

求めることによって、そういった安全確保をとれ

ると思います。それについて代替案のことについ

ても再度聞きたいと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

議会基本条例第８条〇１３番（熊谷吉正議員）

に（１）から（６）までありまして、私ども議会

議員の役割として、執行側の提案に対して事業や

政策についての結論を原案を提示するまでにいろ

んな幾つかの仮定の議論を対峙をして、だからこ

うなったというところの部分がございます。ある

いは、投資する、その政策に財政措置をするわけ

で、それが本当にコスト計算も含めて将来的に市

民サービスの向上や、あるいは財政をできるだけ

無駄金使わないというようなことも含めて、６項
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目は御存じだと思うのですけれども、委員会の議

論の中では残念なことにＪＲとの協議経過につい

ては若干、その理由はよくわかりませんでしたけ

れども、だめで結果的にあそこが出てきたという

ようなことで、いわゆるにぎわい活性化に一番関

係の深い中心街、商店街、５丁目、６丁目、７丁

目、大通含めてトータル的なこの検証というのは、

この辺にスペースありますよという奥村議員の求

めに対して出てきたもので、実際には商業団体が

せっかくこれに関係しているのにもかかわらず、

商業者全体を巻き込んだそういう議論経過みたい

のは伝わってこないので、いきなり５００万円

であれを整備、買いたいというようなことについ

ては議論がかなり不足しているという認識を私も

持っておりまして、今言ったようにそう長期間、

何カ月も１年もという議論は必要ないかと思うの

ですけれども、市民に対する説明責任、情報公開、

そして協働のまちづくりの原点が少なくても欠落

をした提案になっていたのではないかという不十

分さがあるので、私どもはいろいろ代替案や、あ

るいは最終的にそういう結論になるかもしれませ

んけれども、議会の議員、役割、責任を果たすた

めには議会基本条例に基づいた責任を果たすこと

が今私たちに求められているのではないかという

ふうに思っていますので、上松議員にも委員会の

中ではかなり私も共感できる後段の質疑のやりと

りは聞いていまして、これは上松議員も修正に傾

くのかなというふうに思っていましたけれども、

残念なことにそうにはなっていなかったのですけ

れども、議論経過はやっぱり残るということなの

です。そういうことについて理解をいただきたい

と思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今熊谷議員のほうから〇３番（上松直美議員）

ありましたように、私は妥当性がどうかというこ

とに本当にこの審議の中ではすごく悩みました、

はっきり言って。必要性があるかどうか、いろん

な面で今までの経緯とか、いろいろ踏まえて十分

審議に耳を傾けながら、一つ一つ自分なりの意見

を出すために本当に悩んで、苦しんできました。

市民の皆様の意見もいろいろ聞いてきました。本

当にいろんな意見がありました。その中で私が感

じたことは、にぎわい創出の原点に返って、やっ

ぱり市民と協働のまちづくりをいま一度よろーな

からスタートしていこうという気持ちが深く煮詰

まりました。純粋に名寄市の中心街が活性化して、

もっともっと人が寄り集まってくる中心街、それ

をよみがえらすためにも純粋な気持ちになって、

やはりきっちりと行政を監視するという私たちの

務めがあります。しっかりと私は、熊谷議員の言

われたとおりいろんなアイデアを提出しました。

大学と連携した新しいコミュニティーづくりとか、

いろんな問題提言しました。それについても行政

側も深く耳を傾けてもらって、今後の検討課題と

してできることはすぐやってくれるという認識は

私も持っています。そういった意味でも今回のよ

ろーなの修正議案は正しいというふうに認識して

おります。

以上で……

（何事か呼ぶ者あり）

修正議案ではなく、済〇３番（上松直美議員）

みません。戻ります。修正議案は適正ではないと

いう判断して、反対いたします。

大石健二議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、出された平〇４番（大石健二議員）

成２５年度名寄市一般会計補正予算の一部を減額

する修正案ということですが、一部上松議員とバ

ッティングをするかもしれませんが、質問させて

いただきます。

減額する修正案ということですから、紙ベース

で議案があればわかりようも早いのでしょうけれ

ども、私も減額する修正案の中身について、具体

的に対案、今ちょっとるる御説明はあったのです

けれども、どうも対案の内容について明確に理解

することができないものですから、減額する修正

案の中身についてもっと具体的に落とし込んだ対
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案についてお聞かせをください。

大石議員、ペーパーは〇議長（黒井 徹議員）

行っていますよね。予算。

はい、いただいていま〇４番（大石健二議員）

す。

行っていますね。その〇議長（黒井 徹議員）

中身というのは、数字でなくて今……

減額するべき修正の内〇４番（大石健二議員）

容について、もう少し落とし込んだ内容について

お知らせをいただきたいと思っています。

提出者、言っている意〇議長（黒井 徹議員）

味理解できますか。

（何事か呼ぶ者あり）

大石議員、もう少しわ〇議長（黒井 徹議員）

かりやすく質問してください。

お出しいただいた一部〇４番（大石健二議員）

を減額する修正案ということですから、その行政

のほうで出している補正予算の一部を減額する修

正の内容について、落とし込んだ内容についてお

知らせをいただきたいということでございます。

もう少しわかりやすく、何をどう……

（何事か呼ぶ者あり）

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午前１１時２２分

再開 午前１１時２４分

それでは、再開いたし〇議長（黒井 徹議員）

ます。

何かの手違いで私の手〇４番（大石健二議員）

に入っておりませんでしたが、今初めて見るので、

質問の内容をかえなければいけないのかもしれま

せんが、ただそれではちょっと質問の要旨をかえ

ながらお話をさせていただきたいと思います。

日根野議員のほうから何点か修正の内容につい

て御答弁がありました。例えば取得価格あるいは

台数が適正か否か、市民への説明を果たした上で

予算化をするべきだみたいな、こうしたことが不

十分で今回の修正案提出に至ったのだろうと、今

見ながらこう思っているのですが、私にぎわいづ

くりというのはよろーなだけの整備だけではなし

に、中心市街地の魅力ある個店づくりもあわせて

進めていくべきだろうとは思うのですが、話の中

でにぎわいが先か、駐車場整備が先かというとこ

ろの問いかけの中で、にぎわいづくりが優先すべ

きだという日根野議員のお話がありました。ただ、

事ここに至って進めるべきはよろーなあるいはこ

の周辺、市街地の利用される皆さんの利活用ある

いは利便性を第一義に考えて、よろーなのあるべ

き施設のあり方について考えるべきだろうと私は

考えるのですけれども、こうした中で具体的に発

議された日根野議員あるいは熊谷議員は当面直面

するであろう駐車場用地対策についてはどのよう

にお考えなのか、改めてお知らせいただければと

思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

当面する駐車場対〇１５番（日根野正敏議員）

策という質問だと思うのですけれども、そのこと

についても本当に日常的にどの程度足りないのか、

あるいはちょうどいいのかということも現時点で

は明確な台数をつかんでいない、それぞれ。そう

いった部分においては、やはりもう少し慎重に、

もしそういった部分がつかめれば進めていくと、

それなりの。底辺というのは、私の考えでは日常

的に使っている人のその部分の駐車場については

必要だというふうに思っています。ですから、そ

の部分が明確につかめたら、それはもう必ず最低

でも用意をしなければならないというふうに考え

ています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、修正案を出す〇４番（大石健二議員）

ことですから、具体的に目算なり代替用地を用意

できるお考えを持ってそういう御提言をなされて

いるのかどうか、その点はいかがですか。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

ですから、大石議〇１５番（日根野正敏議員）

員の考えでは今もう既に全然足りないという判断
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のもと、用地をどうするのだというふうな考えだ

と思うのですけれども、私の考えでは恐らくは足

りないのかもしれませんけれども、それらについ

ても明確な判断されるデータがないということで、

例えば５月１０日から１６日までの１日の平均は

１７台と。これは、もう確実に明確な調査をして

出た答えであります。ですから、そのほかのデー

タというか、最低限必要なもととなる部分は欠落

をしているというか、本来であれば４月からしっ

かりとそのデータをとっていただければなという

ふうに私は非常に残念でならないのですけれども。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

最後になりますけれど〇４番（大石健二議員）

も、確かに皆さんが危惧を抱かれている、例えば

今回のよろーなの駐車場の用地については、たし

か平成２３年３月３０日に開かれている議員協議

会の中で基本計画が発表された。その段階で駐車

場用地の不足については、指摘される議員の声が

ありました。それから２カ年度を経て、事ここに

至ってようやく不足ということで、確かに手落ち、

不手際というのは見え隠れはするのですけれども、

ここは何よりも利用される市民の皆様の利便性を

第一に考えるべきだろうと私は思います。そこは、

最悪を想定して最小の結果を得られるというよう

な行政的な視野に欠けるきらいはあるにしても、

今回はまず市民の皆様の利活用を図っていくとい

う上で、ぜひとも市が提案している補正予算額ど

おりにお認めをいただきたいというふうに考えま

す。もし今回修正案を出されて、今後の議論の経

過の中でということではなしにもう少し修正案に

見合った具体的な用地の取得予定地が確保される、

あるいは賃借ができる、貸与がされるというよう

な明確な素案なり何かそちらのほうでも用意され

ているような修正案であれば、私は十分一考の余

地に値するかなと思いますが、どうもお話の中で

は見えてこない、聞こえてこないということで、

修正案については反対をさせていただきたいと思

います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

求められていないか〇１３番（熊谷吉正議員）

もしれませんが、あえて言わせてもらいますが、

原案に対して５０９万０００円を減額すると

いうことは、一旦立ちどまろうという意味合いで

受けとめていただければ幸いなのですけれども、

要するにあえて代替案という３５０平米を埋め

るような物の考え方は、先ほども中心街、商店街

の中に、あるいは旧長崎屋、西條さんがこれ以上

６月から貸してくれないと、しばらく。賃貸をさ

せてくれないという場合については、当然違う代

替あるいはバスで、せっかくの今実証実験やって

いるバスにたくさん乗ってもらう施策について本

当に真剣に考えることが、１人１台あろう駐車場

にみんながとめたらすぐ埋まるわけで、さまざま

な角度で予算を有効的に使っていくためにはいろ

んな知恵があっていいというふうに思っています

ので、あえてやっぱり減額をして一旦立ちどまる、

そういうこと、あるいは西條さんかどうか別にし

ても近隣に有料駐車場等も一つの代案でも一部、

埋めるものにはなりませんけれども、それこそ総

合的に一定の時間市民を巻き込んだ議論をするこ

とがまた今後のまちづくりに、駐車場問題に限ら

ず名寄の全体のまちづくりを考える意味でも非常

に大きな足跡を残すのでないかというふうに思っ

ていますから、あくまでも５０９万０００円

を減額するということについては立ちどまってい

い議論をもう一度やりましょうという提案でござ

いますので、御理解いただきたいと思います。

高橋伸典議員。〇議長（黒井 徹議員）

大分質問も出ました〇１０番（高橋伸典議員）

ので、私は短目にいきたいなというふうに思いま

す。まず、私も当初よろーなの部分の委員会に入

っていろいろ審議をさせていただきました。その

中でもやはり当初は違う部分の建物でしたので、

５０台という台数でよかったのですけれども、い

ろいろ商工会議所、また観光協会、そして消費者

協会、そして市民会館の代替ということでなって
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きて、駐車場が足りない部分がふえてきたという、

私は十分そういうふうに思っています。その中で

やはり議会としてほとんどの方が反対されなかっ

たと私は今信じております。その中で今回駐車場

の部分が出てきました。先ほど熊谷議員も言われ

たように財政基金、本当にもう一円たりとも市民

の税金は無駄にしたくないというのは私も事実で

あります。無駄なことはやりたくない。その無駄

なものにも出したくないというのも事実で、今ま

でずっと議論をさせていただいてきたつもりであ

ります。その中でやはり今回本当にこの駐車場が

無駄なのかどうなのかという議論が開始されまし

た。委員会にも私委員外で出させていただいた中

で、ほとんどの議員はやはりあそこが駐車場では

なくてもよそで使えるではないかと。駐車場の必

要性は、全議員が、ほとんどの方が必要だという

ふうに認識はしました。その中でこの修正の部分

がいいのか悪いのかという部分だったというふう

に私は思っておりますので、そのことをちょっと

お聞きしたいなというふうに思います。

先ほどから日根野議員は、データ、データとい

うふうに言われています。市が出したデータは、

平均１７台というふうに言われていました。でも、

私マックスはもっともっと、平均ですから、平均

は１７台だったというふうに認識しております。

マックス以上に入った部分もあったと思います。

その中で先ほど日根野議員は東京ドーム、ニトリ

の何とか、３カ所言って、ここは自分が行きたい

から駐車場がなくても行けますよというふうに言

われたので、そのことについてちょっとお聞きし

たいなというふうに思います。東京ドームはどこ

にあって、交通手段はどんなものなのか、ニトリ

の何とかというところも人口がどれくらいのとこ

ろで、交通手段はどういうふうなのか、それとも

う一カ所言われたところは、行きたいから行くと

言われたものですから。でも、名寄、この北海道

でしたら、きっと交通手段はほとんどが車両部分

が入ってくると思います。日根野議員もやはりよ

ろーなには来ないと思いますけれども、よろーな

に来るとしたらどういう手段で来るか。バスで来

たり、汽車で来たりするのか、その辺もちょっと

お聞きしたいなというふうに思っております。

私は、今回の議論、いろんな方に、市民にお聞

きしました。いろんな方はいます。税金の無駄遣

いでないのかという方も若干おられました。でも、

市立天文台、あれを建てたときも全然天文台に行

かない、俺は全然そういうのは知らないよという

人は、あれは税金の無駄遣いだと感じる人はいる

のです。文化センターもきっとそうでしょう。そ

して、よろーなもきっとそうだと思います。私は、

だから税金の無駄というのはここでしっかりと話

して、これが無駄なのかどうなのか。でも、執行

したらその税金が無駄にならないように活用して

もらう。しっかりとしたにぎわいをつくってもら

うというのが私ども議員の責任でもあるし、行政

の責任でもあると思うのですけれども、そこら辺

の部分の考え方はどうなのか、ちょっとお聞かせ

いただきたいなというふうに、２点お願いいたし

ます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

私がよろーなへ行〇１５番（日根野正敏議員）

くとしたら、どうやって来るのかという、当然車

で行きます。ただ、いっぱいであれば市民に迷惑

かからないところに、これはもう車で行く人の責

任だというふうに私は思っていますので、それを

駐車場がないからといって行政に文句言う筋合い

はないわけで、これは当然のことだと思います。

それから、私さっきはっきり言わなかったと思

うのですけれども、ニトリ文化ホールですとか、

札幌ドーム、東京ドーム、たまたまここは私が何

回が行ったことがある部分で、駐車場を申し込ん

だ経緯もあるのです。正確にここに何台駐車場が

あるかどうかという部分ではなくて、申し込んだ

ときにはもう既に全然申し込みが受け付けてもら

えないと。駐車料も結構０００円ぐらいはかか

ったのでないかなというふうに思います、もし入
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れたら。だから、そういう部分においては非常に

建物に対しては駐車場はキャパが狭いという意味

で言わせていただきました。

あと１つ、済みませんけれども、２回目の質問

には入れないで、ちょっとお答えしたいと思いま

すけれども。

いいですか、今の。〇議長（黒井 徹議員）

（何事か呼ぶ者あり）

いいのですか、２回目〇議長（黒井 徹議員）

で。

高橋議員。

今お答えいただきま〇１０番（高橋伸典議員）

した。札幌ドームと言わなかった。東京ドームと

言われたと思うのですけれども、札幌ドームでも

同じだと思う。私もコンサドーレの試合だとか、

日本ハムの試合行きますので。０００円取られ

ます。そして、札幌ドームの外にも駐車場があり

ますし、札幌ドーム狭いようで意外と駐車はとれ

ます。そして、きっとドームのところというのは

ほとんどの方が、もう８割ぐらいが地下鉄、バス

で行くところなのです。でも、月寒ドーム、知っ

ているかどうかわからないですけれども、あそこ

は交通の利便性ちょっと悪いのです。駐車場大き

いのです。だから、この北海道というのは交通の

利便性を考えると、やはり先ほど言ったように車

で行かれるというふうに言われました。そして、

自分は市民に迷惑かけないように駐車場とめるよ

と言ったのですけれども、場外馬券場ですか、見

ていただいてわかるように、ほとんどの方は駐車

場に入れていない。路上駐車になっているのを御

存じでしょうか。私は、きっとよろーなに行かれ

る方がいたら、１本こちら側の駐車禁止でない民

間のところに車をとめたりなんかする人が多いの

かなというふうに名寄市民ですから感じるのです。

私は、だから日根野さんが言った部分というのは

正解だと思います。でも、ほとんどの人は路上に

駐車する方が多いのかなというふうに思っている

のです。やはり駐車場問題、先ほどデータ、デー

タと言ったけれども、私はデータでは押さえられ

ない部分というのもあるのかなと。突発的な大き

い会合、それが全部必要だという、そこは必要だ

という部分というのはどうのこうのではなくて、

突発的な部分で百何十台、２００台とまるといっ

たときには絶対必要だと思うのです。だから、そ

れがよく言う１００年に１度の災害ではないです

けれども、私は駐車場もある程度そういう部分を

考えてつくっていかない限りだめなのかなと。名

寄の市内が全部駐車禁止になればきっと有料駐車

場にとめる方は多くなると思うのですけれども、

今の現状名寄市は駐車禁止というのはある程度の

区間しか制限されていないので、私はやはり市の

有料の、無料の駐車場というのは必要なのかなと。

市民の利便性だとか、市民のそういう迷惑を考え

ると必要不可欠なものではないのかなというふう

に感じるものですから、もしその部分があればち

ょっと教えていただきたいというふうに思います。

もう一つが先ほど言ったように、議論は十分必

要だというふうに思っています。でも、議論がさ

れて、十分されていないと言いますけれども、私

はある程度されてきたというふうに思っています、

この４回の委員会で。やはり平行線の部分が大分

委員外議員で見ていてあったものですから、どこ

まで平行線なのかなと。やはりある程度妥協して、

こういう部分のそちらの方はきっと税金の無駄遣

いと言われた部分あったものですから、私は税金

の無駄遣いではないと先ほど、思っていますし、

しっかり議員と行政が話し合って、０００万円

であろうと、０００万円であろうと、０００

万円であろうと、０００万円であろうと、１億

円だろうと、私たちが結論出たことに対してしっ

かりと責任を持って、にぎわいづくりだったらに

ぎわいづくりのために私たちも汗を流していかな

ければならないし、そういう部分が必要ではない

のかと先ほど言って、どうなのですかとお答えを

いただきたかったなというふうに思ったものです

から、御質問させていただいたのです。では、よ
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ろしくお願いします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

市民駐車場は、本〇１５番（日根野正敏議員）

当に高橋議員言うとおり私もたくさんあったほう

がいいというふうには考えています。しかし、そ

の裏にはやはり財政負担という部分もあるわけで、

これはしっかり優先順位を決めて進めていかなけ

ればならないということが基本にあるわけで、そ

この裏づけがないままに、駐車場は確かにいっぱ

いあれば本当に便利です。だけれども、そこを優

先順位をしっかり見きわめながら進めないと、ほ

かの部分であおりが来るということだと思います

ので、その辺はやっぱり市民理解を得ながらしっ

かり進めていかなければならないということだと

いうふうに思っています。

それから、にぎわいづくりの必要性というのは

必要です。私も同じく必要だと思います。特に今

回新しく整備されたよろーなも、それから今度で

きる市民ホールも含めて、本当に名寄が活気ある

まちを市民とともにつくり上げていかなければな

らないというふうに私は思っていますので、それ

については全面的に知恵を絞りながら、議員の立

場でも、あるいは一般の人から聞いていても提言

をしていきたいというふうに考えていますので、

御理解をいただきたいと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

本当に駐車場が必要だというのは全議員の思いだ

というふうに感じました、きょう。本当にいろん

な思いはあります。私も本当に一円の無駄な税金

も使いたくありません。でも、市民が必要な部分

の税金というのは投入せざるを得ないでしょうし、

投入したからには私たち議員、また行政が責任を

持ってにぎわいづくり、また市民の利便性向上、

また市民のために活用できるようにしていかなけ

ればいけないなというふうに思っています。

今回の部分でもいろんなお話がありました。も

う一点だけちょっとお聞きしたいのですけれども、

３月に今回の駐車場の提言を市長からいただきま

した。私は、実質そのときの状況を見ると、そん

なに全議員の方々は反対ではなかったのかなとい

う思いが、私の思いです、ありました。ある市民

連合さんの懇談会から駐車場の反対が出てきたの

か、原因は先ほどきっと多額の税金を使うからと

いうことだというふうに思うのですけれども、そ

の辺ちょっと詳しく。自分たちは、市民の懇談会

のときから反対になったのか、そして最終反対は

やっぱりこの５００万円の税金投入なのかとい

うのをちょっとお聞かせいただきたいというふう

に思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

大変いい質問をいた〇１３番（熊谷吉正議員）

だきましてありがとうございます。３月２６日で

したね、市長から。報告ということで、そのとき

は全議員が異論がなかったという判断はちょっと

違うのかなと。一定のやりとりをした上で報告を

聞いたという程度だと思います。それから、やや

１カ月半ぐらい私どもも机上での会派内の議論も

もちろん積み重ねましたけれども、やっぱりここ

は一旦立ちどまって市民の皆さん、全員が日ごろ

の日常活動の中で市民の意見はいただいていると

思うのですけれども、いい、悪い別にして。ただ、

ちゃんと表に出て、もう一回自分たちの最終判断

をするに当たって意見をもらったほうがいいだと

うと。それは、当然平成２１年からの３者協定で

譲渡をしたときからの話にずっとつながっていま

すけれども、そういう過程の中において厳しい批

判が出たことも事実ですし、市民の意見１００％

いわゆる予算に反映するなんていうことはどちら

にしても難しい、最大公約数で議会は対応するわ

けでございますから。そういう意味では、全議員

ができれば、あるいは執行者も外へ出て皆さんか

らしっかり意見を聞くという場があれば、またい

ろいろ賛成だ、反対だ、だからこれは必要だとい

うようなことで一定の落ちつき点も出てきたのか

もしれませんけれども、そういう意味では執行側
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の最近の姿勢というのは私どもいただけないなと。

むしろ積極的にやっぱりまちへは出ると、自治基

本条例決めてから。そういう姿勢については欠け

ている。議会に説明した、報告をしたら、それで

今までもやってきていますという、そういうやり

とりはちょっともう今の時代は合わないなという

感じがしていますので、そういう意味で迷ったと

きにはやっぱり原点、市民の目線を大切にすると

いう姿勢から、多くの意見をいただいた上でこの

議案に臨んでいますから、きょうが最終結論を政

治的にも、議会の中では一定の議論はしたけれど

も、ただいただけない答弁はたくさんありました、

現実に。あるいは、陳謝する部分、反省する部分

も出たりなんかして、一回立ちどまってもう一回

一つの結論を出すためには、もう少し駐車場の必

要性については認識しながらも、規模あるいは活

性化、にぎわいの問題、３者協定の責任、それぞ

れの役割について再びやっぱり議論することは今

後の名寄のまちづくりにとっても非常に大きな財

産になるのではないかというふうに思っています

から、そういう意味で立ちどまって議論をさせて

いただいて、あとはそれこそきょう臨んでいる私

どもの態度は総合的な判断で修正を出しています

ので、ぜひそこは高橋議員にも御理解をいただき

たいと思います。

佐々木寿議員。〇議長（黒井 徹議員）

何点か質問をいた〇１１番（佐々木 寿議員）

したいと思いますが、今までに議論した中で基本

的に駅横の駐車場は必要ないという考えの、まず

その大きなところを聞きたいと思いますし、今ま

で説明という部分で市長と、あるいは議員協議会

等でこうやって説明をしてきて、そして我々もそ

の部分では駅横のほうにあるというのは必要なの

だろうなというふうな、私の市民の方の何名かに

聞いたところ、それはやっぱり必要ですよねと。

そういうようなところというのは、今まで自分も、

私も説明というのは議員の中にも代表権を持って

いますから、説明する部分というのはあるのだと

思うのです。それで、今まで伺った中でそういう

駐車場の駅横のところは必要ですねという、そう

いう意見の人も全くなかったということなのでし

ょうか、それともあとそういう意見と、それから

入居団体あるいは利用団体の方が必要だと言って

いるのです。それをそういう意見の扱い方をどう

いうふうに考えているのか、まずそれを聞きたい。

２つ目。

３つ目は、今回この補正出されているのですけ

れども、私はこの借地２カ月については皆さんが

２カ月はもうこれは了解されていると認識をして

いるのです。それで、もちろん市のほうも西條さ

んと契約を結んで、そしてそれなりの計算をされ

てやった金額。そうすると、ここの中に駐車場の

例えば使用料及び賃借料あるいは駐車場用地の測

量とかの部分、それから手数料、こういうような

部分というのは全くこれも承認しないと、こうい

う考え方なのか、その辺ちょっと３つ聞きたいと

思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

まず、基本的に駐〇１５番（日根野正敏議員）

車場は必要ないのかどうかという御意見だとは思

うのですけれども、先ほどからも何度か答弁をさ

せていただいていると思うのですけれども、必要

な台数は必要だということを言ってきているとい

うふうに思いますので、御理解をいただきたいと

思います。

それから、入居団体が必要だと言っているとい

う部分なのですけれども、それについても基本的

には入居団体については自前で用意していただく

のが本来の筋ではないかなというふうに考えてい

ます。

それから、借地の関係についてはきょうここで

結審されるかどうかということで決まるというふ

うに考えています。

以上です。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

まず、駐車場はそ〇１１番（佐々木 寿議員）
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こに駅横にあればやっぱりどうしても人間の心理

として使うではないですか。私は、その予定する

駐車場はよろーなの駐車場と、それから例えば市

民が町中に行くための駐車場で、そういうような

もののほうから考えるとどうしてもやっぱり必要

なのだと。これは、台数はちょっとわかりません

よ、今台数で限定すると言いましたけれども。そ

ういう考えを持っていますけれども、その考え方

というのは市民の意見を反映しないということ、

反映をしてやるという、それはこれから議論する

ということなのですか。それを議論するというこ

とをまず聞きたい。

そして、議論するのであれば、今２カ月のこと

をやっていますけれども、例えばこれが議論して

半年も幾らもなってその価値が高くなるのかわか

りませんけれども、安くなるのかわかりませんが、

高くなったときでももしそれが議論でそこを買う

となったら絶対買うという、そういう心づもりは

おありなのでしょうか。

暫時休憩をいたします。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午前１１時５６分

再開 午前１１時５６分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日根野議員。

駐車場、近くにあ〇１５番（日根野正敏議員）

れば便利かと、そのほうがいいのでないかという

御質問だったと思うのですけれども、近いほうが

便利です、確かに。しかし、それを求めるかどう

かというのは先ほどから答弁をさせていただいて

いるとおり、それなりの先ほど提案された修正案

を５項目挙げているわけですけれども、その理由

にのっとって必要か、進むかどうかという部分を

参酌をしていただきたいというふうに思います。

それから、これからもしちょっと買わないで、

次買うときに高くなったらどうするのだと、そう

いう心づもりはあるのかという部分ですけれども、

必要であればそれは必要だというふうに考えてい

ます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

余り言うと討論み〇１１番（佐々木 寿議員）

たいになるので、一応将来に向かって鑑定されて

いるあれは妥当だと思っているのですけれども、

私の心配というのは今の段階で将来でも高くなっ

たり、安くなったりするかもしれませんが、それ

でも結論によってはちゃんとそういうようなしっ

かりとしたそこを買うと言ったら買うというふう

になる決意というものはあるのですかというふう

にさっきから聞いているのです。ちょっと再度。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

必要があれば、そ〇１５番（日根野正敏議員）

れは金額に関係なしに必要だというふうに考えて

います。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

以上で提出者に対する質疑を終結いたします。

提出者は自席にお戻りください。

（「議長、動議」と呼ぶ者あり）

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの修正案の採〇７番（植松正一議員）

決につきましては、記名による投票をお願いした

いと思います。

（「賛成」と呼ぶ者あり）

（「動議」と呼ぶ者あり）

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

今回の採決は無記名〇１０番（高橋伸典議員）

の投票でお願いいたします。

暫時休憩をいたします。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 ０時００分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

時間ということで、暫時休憩に入ってというふ

うに思いました。今委員長報告に対する表決を求
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めようというふうな形の中で、その表決について

は記名投票、無記名投票と両方出ていますけれど

も、無記名投票のほうは賛同者がいないというよ

うな判断をいたしました。記名投票のほうは賛成

というコールがありましたので、私の判断として

は記名投票ということにしたいというふうに思い

ますので、記名投票につきまして、表決につきま

しては昼を挟んで１３時から行いたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩に入ります。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算の修正案について採決を記名投票で行います。

議場の出入り口を閉鎖します。

（議場閉鎖）

念のため申し上げます。〇議長（黒井 徹議員）

投票は単記記名であります。投票用紙に氏名と修

正案を可とする者は賛成と、修正案を否とする者

は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願い

ます。

なお、氏名無記載、白票は無効といたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。

投票用紙を配付いたします。

（投票用紙配付）

会議規則第３１条第２〇議長（黒井 徹議員）

項の規定により、立会に、

佐 藤 靖 議員

佐々木 寿 議員

を指名します。

両議員の立会をお願いします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

配付漏れはなしと認め〇議長（黒井 徹議員）

ます。

投票箱を点検させます。

（投票箱点検）

異状なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、事務局長に点呼を命じます。

それでは、ただいま〇事務局長（益塚 敏君）

から点呼を行います。

投票の経路につきましては、向かって左側から

演壇に上がっていただきまして、投票箱に投票の

上、右側のほうからおりていただきます。

それでは、点呼をいたします。佐藤靖議員、佐

々木寿議員、川村幸栄議員、奥村英俊議員、上松

直美議員、大石健二議員、山田典幸議員、川口京

二議員、植松正一議員、竹中憲之議員、高橋伸典

議員、駒津喜一議員、熊谷吉正議員、佐藤勝議員、

日根野正敏議員、山口祐司議員、東千春議員、以

上であります。

投票漏れはありません〇議長（黒井 徹議員）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

投票漏れはなしと認め〇議長（黒井 徹議員）

ます。

投票を終了いたします。

議場の出入り口を開きます。

（議場開鎖）

開票を行います。〇議長（黒井 徹議員）

（開 票）

投票の結果を報告しま〇議長（黒井 徹議員）

す。

投票総数１７票。

そのうち有効投票 １７票

有効投票中

賛成とする者 ７票

反対とする者 １０票

以上のとおり反対が多数です。

したがって、修正案は否決されました。

お諮りいたします。議案第１号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）
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異議がありますので、〇議長（黒井 徹議員）

起立により採決をいたします。

議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）に賛成とする者の起立を求めます。

（起立多数）

賛成多数です。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第２号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決

されました。

ここで市長より発言を〇議長（黒井 徹議員）

求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

議長からお許しをいただ〇市長（加藤剛士君）

きました。ありがとうございます。

ただいまは、補正予算の議決をいただきまして

ありがとうございました。５月１３日の臨時議会

で提案をして以来、本日も含めて数回にわたって

の常任委員会での活発な御議論をいただきました。

駐車場の取得に至るこれまでの経過の説明ととも

に、さまざまな角度から御意見、御指摘をいただ

きました。３月の議会で方針をお示しをさせてい

ただいて以来、私もさまざまな会合で市民の皆さ

んに御説明をさせていただいたつもりであります

けれども、今回の議論は報道等で改めて市民に周

知をさせていただく機会となりました。活発な御

議論をいただいたことに対しまして感謝を申し上

げたいというふうに思います。一旦売却したもの

をまた買うということでありますから、苦渋の選

択でありました。しかし、現時点においては私に

とってはこれしかない決断でもございました。駐

車場を広く確保をさせていただいたことで、よろ

ーなの利用拡大、駅横全体の多目的の利活用、中

心市街地活性化などさまざまな可能性が広がるこ

とは確実であります。いただいた議論は重く受け

とめさせていただきながら、３者協定はもちろん

でありますが、入居団体、商店街、市民の皆さん

とも今後ともよく相談をさせていただきながら、

市民みんなでこの駅横、中心市街地の活性化、そ

れがひいては地域の活性化につながるよう今後も

さらに努力、精進をしてまいることをお約束を申

し上げて、一言お礼の御挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。

次に、教育長より発言〇議長（黒井 徹議員）

を求められておりますので、これを許します。

小野教育長。

議長から発言のお許し〇教育長（小野浩一君）

をいただきましたので、私のほうから御報告とお

わびを申し上げます。

このたび名寄東小学校の教諭が平成２５年５月

１８日に札幌市内で盗撮を行い、公衆に著しく迷

惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、

いわゆる北海道迷惑条例違反の容疑で逮捕される

事件が発生いたしました。この間保護者、市民の

皆様、市議会の皆様に大変な御心配と御迷惑をお

かけし、心よりおわび申し上げます。

教職員の服務監督者である教育委員会といたし

ましては、各学校に対し教職員の服務規律につい

てこれまでも機会あるごとに注意を喚起し、厳正

な指導をお願いしてきたところでありますが、こ

うした事態が発生したことはまことに遺憾であり

ます。教職員のわいせつ行為は、児童生徒や保護

者との信頼関係に成り立つ教育という営みを根底

から覆し、学校教育に対する信用を著しく失墜さ

せるものであり、児童生徒を指導する立場にある

者としてあってはならない行為であります。当該

校におきましては、既に保護者説明会や全校集会

などを開き、事件の説明を行うとともに、児童に

動揺が広がらないよう指導を行ってまいりました。
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教育委員会といたしましては、今後とも北海道教

育委員会と連携しながら、児童への心のケアに関

する指導など学校への適切な支援を行ってまいり

たいと思います。また、再発防止に向けましては、

関係通知等を活用して校内研修を行うなど、各学

校におきまして服務規律の保持に向けた具体的な

取り組みを通して万全を期してまいりたいと思い

ます。改めて保護者、市民の皆様、市議会の皆様

におわびを申し上げ、御報告とさせていただきま

す。

以上で今期臨時会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２５年第１回臨時会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時１７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春
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平成２５年５月１３日～平成２５年５月２４日 １２日間

本会議時間数 ４時間０５分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１ 25. 5.13 25. 5.23 25. 5.24
第 １ 号

号） 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き

平成２５年度名寄市公設地方卸売市場特別会 25. 5.13 25. 5.23 25. 5.24
第 ２ 号

計補正予算（第１号） 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き

専決処分した事件の承認について（名寄市税 ― ― 25. 5.13
第 ３ 号

条例の一部改正） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（名寄市都 ― ― 25. 5.13
第 ４ 号

市計画税条例の一部改正） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（名寄市国 ― ― 25. 5.13
第 ５ 号

民健康保険税条例の一部改正） ― ― 承 認

― ― 25. 5.13
第 ６ 号 名寄市固定資産評価員の選任について

― ― 同 意

平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１ ― ― 25. 5.24

号）の一部を減額する修正案 ― ― 否 決

平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 ５ 月 臨 時 会
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